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議第５号 

美濃加茂市の議会の議員及び長の選挙における電磁的記録式投票機を 

用いて行う投票に関する条例について 

美濃加茂市の議会の議員及び長の選挙における電磁的記録式投票機を用いて行う

投票に関する条例を下記のとおり制定する。 

令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

美濃加茂市の議会の議員及び長の選挙における電磁的記録式投票機を用いて

行う投票に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式

投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律（平成１３年法律第１４７号。

以下「法」という。）第３条第１項及び第５条の規定に基づき、美濃加茂市の議

会の議員及び長の選挙における電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（電磁的記録式投票機による投票） 

第２条 美濃加茂市の議会の議員及び長の選挙における投票（公職選挙法（昭和２

５年法律第１００号）第４７条、第４９条並びに第５０条第３項及び第５項の規

定による投票を除く。）は、法第３条第１項の規定により電磁的記録式投票機を

用いて行うものとする。 

（電磁的記録式投票機における候補者の氏名及び党派別の表示方法） 

第３条 電磁的記録式投票機における公職の候補者の氏名及び党派別（以下「候補

者の氏名等」という。）の表示は、次に掲げる方法のうち美濃加茂市選挙管理委

員会（以下「委員会」という。）が指定するいずれかの方法によるものとする。 

(1) 電磁的記録式投票機の画面その他の候補者の氏名等を表示する部分（以下

「画面等」という。）に全ての候補者の氏名等を同時に表示させる方法 

(2) 画面等に表示された五十音の中から、電磁的記録式投票機を操作して選択し

た音で始まる氏名の候補者の氏名等を画面等に同時に表示させる方法 
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(3) 選挙人が画面等に入力した内容を電磁的記録式投票機に認識させ、認識され

た内容に近似する文字列に近似する氏名の候補者の氏名等を画面等に同時に表

示させる方法 

(4) 候補者の氏名等を、電磁的記録式投票機を操作することにより連続的に画面

等に順次表示させる方法 

(5) 数名ごとに分割した候補者の氏名等を、電磁的記録式投票機を操作すること

により表示を切り替えて画面等に順次表示させる方法 

２ 候補者等の氏名等を画面等に表示する順序は、公職選挙法第１７５条第３項の

規定によるくじで定める順序によるものとする。ただし、前項第２号又は第３号

に規定する方法で２以上の候補者の氏名等を同時に表示させる場合の当該表示の

順序は、当該２以上の候補者の氏名等のうち、この項本文のくじで定める順序が

早いものから順に表示する順序によるものとする。 

３ 音声による候補者の氏名等の表示は、選挙人の申出により視覚障害その他投票

管理者が必要と認める場合に行うことができるものとし、表示する場合は、選挙

人が正確に聴き取ることができるものでなければならない。 

 （委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関

し必要な事項は、委員会が別に定める。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行し、同日以後その期日を告示される美濃

加茂市の議会の議員及び長の選挙から適用する。 
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議第６号 

美濃加茂市職員の旅費に関する条例の全部改正に伴う関係条例を整理 

する条例について 

美濃加茂市職員の旅費に関する条例の全部改正に伴う関係条例を整理する条例を

下記のとおり制定する。 

  令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市職員の旅費に関する条例の全部改正に伴う関係条例を整理する条

例 

（美濃加茂市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市固定資産評価審査委員会条例（昭和２９年美濃加茂市条例第１

１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（関係者に対する費用の弁償） （関係者に対する費用の弁償） 

第１３条 法第４３３条第７項の規定によつ

て関係者（審査申出人及び市長を除く。）に

対し出席及び証言を求めた場合においては、

当該関係者に対して美濃加茂市職員の旅費

に関する条例（令和７年美濃加茂市条例第２

９号）の例により費用弁償を行う。 

第１３条 法第４３３条第７項の規定によつ

て関係者（審査申出人及び市長を除く。）に

対し出席及び証言を求めた場合においては、

当該関係者に対して美濃加茂市職員の旅費

に関する条例（昭和６３年美濃加茂市条例第

１号）の規定による旅費支給の例によつて旅

費を支給するものとする。 

（美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４

２年美濃加茂市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前 

（費用弁償） （費用弁償） 

第５条 特別職の職員が公務のため旅行した 第５条 特別職の職員が公務のため旅行した
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場合は、美濃加茂市職員の旅費に関する条

例（令和７年美濃加茂市条例第２９条）の

例により費用弁償を行う。 

ときは、別表に定める額を費用弁償として

支給する。 

 ２ 特別職の職員が職務を行うために会議等

に出席したときは、その者の住所又は居所

から会議等の場所までの通勤に要する費用

として、規則で定めるところにより、費用

弁償として支給することができる。 

 ３ 第３条第１項及び第２項の規定は、前項

の費用弁償について準用する。 

 ４ 前３項に定めるもののほか、特別職の職

員に支給する費用弁償については、一般職

の職員の旅費の例による。 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

区分 根拠となる法

律、条例等 

報酬の額 

（略） 

区分 根拠となる法

律、条例等 

報酬の

額 

費用弁償 

（略） 美濃加茂市職

員の旅費に関

する条例（昭和

６３年美濃加

茂市条例第１

号）に規定する

市長、副市長及

び教育委員会

の教育長の旅

費に相当する

額 

美濃加茂市職

員の旅費に関

する条例に規

定する一般職

の職員の旅費

に相当する額 

（公聴会参加者等の実費弁償条例の一部改正） 

第３条 公聴会参加者等の実費弁償条例（昭和４９年美濃加茂市条例第３４号）の
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一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

第３条 前条の実費弁償の額は、美濃加茂市職

員の旅費に関する条例（令和７年美濃加茂市

条例第２９号）の例による。 

第３条 前条の実費弁償の額は、美濃加茂市職

員の旅費に関する条例（昭和６３年美濃加茂

市条例第１号）に規定する７級の職務にある

者の旅費に相当する額とする。ただし、同条

例の規定にかかわらず日当については、１日

につき５，０００円とする。 

（美濃加茂市消防団条例の一部改正） 

第４条 美濃加茂市消防団条例（平成４年美濃加茂市条例第２６号）の一部を次の

ように改正する。 

改正後 改正前 

（費用弁償） （費用弁償） 

第１２条 消防団員が公務のため旅行した場

合は、美濃加茂市職員の旅費に関する条例

（令和７年美濃加茂市条例第２９号）の旅費

の例により費用弁償を行う。 

第１２条 消防団員が公務のため旅行した場

合は、美濃加茂市職員の旅費に関する条例

（昭和６３年美濃加茂市条例第１号）の規定

に基づき、団長については副市長相当職と、

副団長については７級相当職と、分団長につ

いては６級相当職と、その他の消防団員につ

いては４級相当職とみなして、同条例の規定

による旅費に相当する額を費用弁償として

支給する。 

（美濃加茂市財産区管理会条例の一部改正） 

第５条 美濃加茂市財産区管理会条例（平成２３年美濃加茂市条例第１４号）の一

部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

区分 報酬（年

額） 

費用弁償の額 

（略） 美濃加茂市職員の旅費に関す

る条例（令和７年美濃加茂市

条例第２９号）の例による。

区分 報酬（年

額） 

費用弁償 

（略） 美濃加茂市職員の旅費に関す

る条例（昭和６３年美濃加茂

市条例第１号）に規定する一

般職の職員の旅費に相当する
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 額 

（美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正） 

第６条 美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条例（令和元年美濃加茂市

条例第３号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（公務のための旅行に係る費用弁償） （公務のための旅行に係る費用弁償） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２ 前項の費用弁償の額は、美濃加茂市職員の

旅費に関する条例（令和７年美濃加茂市条例

第２９号）の例による。 

２ 前項の費用弁償の額は、美濃加茂市職員の

旅費に関する条例（令和７年美濃加茂市条例

第２９号）の一般職の職員の例による。 

附 則 

  この条例は、令和８年４月１日から施行し、この条例による改正後の美濃加茂

市固定資産評価審査委員会条例、美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用

弁償に関する条例、公聴会参加者等の実費弁償条例、美濃加茂市消防団条例、美

濃加茂市財産区管理会条例及び美濃加茂市会計年度任用職員の報酬等に関する条

例の規定は、同日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完

了した旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用する。 
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議第７号 

   美濃加茂市看護師修学資金貸与条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市看護師修学資金貸与条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定す

る。 

令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

美濃加茂市看護師修学資金貸与条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市看護師修学資金貸与条例（令和７年美濃加茂市条例第２号）の一部を

次のように改正する。 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、看護師の養成施設に在学

する者で、卒業後に加茂地域内医療機関にお

いて看護師の業務（以下「看護業務」という。）

に従事する意思を有するものに対し、予算の

範囲内で美濃加茂市看護師修学資金（以下

「修学資金」という。）を貸与することによ

り、加茂地域内医療機関の看護師確保を図

り、もって地域医療の充実に資することを目

的とする。 

第１条 この条例は、看護師の養成施設に在学

する者で、卒業後に市内医療機関において看

護師の業務（以下「看護業務」という。）に

従事する意思を有するものに対し、予算の範

囲内で美濃加茂市看護師修学資金（以下「修

学資金」という。）を貸与することにより市

内医療機関の看護師確保を図り、もって地域

医療の充実に資することを目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 
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(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 加茂地域内医療機関 美濃加茂市、坂祝

町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、

白川町及び東白川村（以下「加茂地域」と

いう。）内に設置された医療法（昭和２３

年法律第２０５号）第１条の５第１項に規

定する病院及び同条第２項に規定する診

療所をいう。 

(3) 市内医療機関 市内に設置された医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の

５第１項に規定する病院及び同条第２項

に規定する診療所をいう。 

（貸与の対象者） （貸与の対象者） 

第３条 修学資金の貸与を受けることができ

る者は、次に掲げる要件のいずれにも該当す

る者とする。 

第３条 修学資金の貸与を受けることができ

る者は、次に掲げる要件のいずれにも該当す

る者とする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 養成施設を卒業後に加茂地域内医療機

関において看護業務に従事する意思があ

ること。 

(2) 養成施設を卒業後に市内医療機関にお

いて看護業務に従事する意思があること。

(3) 修学に関し、加茂地域を除く地方公共団

体の同種の資金の貸与を受けていない者

又は受ける見込みがない者であること。 

(3) 修学に関し、他地方公共団体の同種の資

金の貸与を受けていない者又は受ける見

込みがない者であること。 

（貸与契約の締結） （貸与契約の締結） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

２ 前項の貸与契約の相手方（以下「修学生」

という。）は、当該契約の締結に当たっては、

加茂地域内医療機関において看護業務に従

事する旨の誓約書を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の貸与契約の相手方（以下「修学生」

という。）は、当該契約の締結に当たっては、

市内医療機関において看護業務に従事する

旨の誓約書を市長に提出しなければならな

い。 

（返還の猶予） （返還の猶予） 

第１２条 市長は、前条の規定にかかわらず、

被貸与者が次の各号のいずれかに該当する

場合には、当該事由が継続している間、修学

資金の返還を猶予することができる。 

第１２条 市長は、前条の規定にかかわらず、

被貸与者が次の各号のいずれかに該当する

場合には、当該事由が継続している間、修学

資金の返還を猶予することができる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 加茂地域内医療機関において看護業務

に従事しているとき。 

(2) 市内医療機関において看護業務に従事

しているとき。 
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(3) （略） (3) （略） 

（返還の債務の当然免除） （返還の債務の当然免除） 

第１３条 市長は、第１１条の規定にかかわら

ず、被貸与者が、次の各号のいずれかに該当

するに至った場合には、修学資金の返還の債

務を免除するものとする。 

第１３条 市長は、第１１条の規定にかかわら

ず、被貸与者が、次の各号のいずれかに該当

するに至った場合には、修学資金の返還の債

務を免除するものとする。 

(1) 養成施設を卒業した日から起算して１

年２月以内に看護師免許を取得し、直ちに

加茂地域内医療機関において看護業務に

従事し、その従事期間が修学資金の貸与を

受けた期間に相当する期間に達したとき。

(1) 養成施設を卒業した日から起算して１

年２月以内に看護師免許を取得し、直ちに

市内医療機関において看護業務に従事し、

その従事期間が修学資金の貸与を受けた

期間に相当する期間に達したとき。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

２ 前項第１号の場合において、加茂地域内医

療機関において看護業務に従事した後、病気

等市長がやむを得ないと認める理由により

看護業務に従事できなくなり、その理由がな

くなった後直ちに当該加茂地域内医療機関

において看護業務に従事した者の期間の計

算については、後の看護業務に従事した期間

は、先の看護業務に従事した期間に引き続い

たものとみなす。 

２ 前項第１号の場合において、市内医療機関

において看護業務に従事した後、病気等市長

がやむを得ないと認める理由により看護業

務に従事できなくなり、その理由がなくなっ

た後直ちに当該市内医療機関において看護

業務に従事した者の期間の計算については、

後の看護業務に従事した期間は、先の看護業

務に従事した期間に引き続いたものとみな

す。 

（返還の債務の裁量免除） （返還の債務の裁量免除） 

第１４条 市長は、第１１条の規定にかかわら

ず、被貸与者が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、貸与した修学資金の返還の債務

の全部又は一部を免除することができる。 

第１４条 市長は、第１１条の規定にかかわら

ず、被貸与者が次の各号のいずれかに該当す

る場合には、貸与した修学資金の返還の債務

の全部又は一部を免除することができる。 

(1) 養成施設を卒業した日から起算して１

年２月以内に看護師の免許を取得し、直ち

に加茂地域内医療機関において看護業務

に従事した後、前条第１項の規定による免

除を受ける前にやむを得ない理由により

退職したとき。 

(1) 養成施設を卒業した日から起算して１

年２月以内に看護師の免許を取得し、直ち

に市内医療機関において看護業務に従事

した後、前条第１項の規定による免除を受

ける前にやむを得ない理由により退職し

たとき。 

(2) （略） (2) （略） 

   附 則 
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（施行日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和７年度中に貸与契約を締結し、修学資金の貸与を受けている者については、 

なお従前の例による。
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議第８号 

   美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和８年２月１９日 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

   美濃加茂市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市国民健康保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第９号）の一部を次の

ように改正する。 

改正後 改正前 

（葬祭費） 

第６条 （略） 

（葬祭費） 

第６条 （略） 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被

保険者等に係る傷病手当金） 

第６条の２ 給与等（所得税法（昭和４０年法

律第３３号）第２８条第１項に規定する給与

等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項に

規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ）

の支払を受けている被保険者が療養のため

労務に服することができないとき（新型コロ

ナウイルス感染症（病原体がベータコロナウ

イルス属のコロナウイルス（令和２年１月

に、中華人民共和国から世界保健機関に対し

て、人に伝染する能力を有することが新たに

報告されたものに限る。）である感染症をい

う。以下同じ。）に感染したとき、又は発熱

等の症状があり当該感染症の感染が疑われ

るときに限る。）は、その労務に服すること
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ができなくなった日から起算して３日を経

過した日から労務に服することができない

期間のうち労務に就くことを予定していた

日について、傷病手当金を支給する。 

２ 傷病手当金の額は、１日につき傷病手当金

の支給を始める日の属する月以前の直近の

継続した３月間の給与等の収入の額の合計

額を就労日数で除した金額（その額に、５円

未満の端数があるときは、これを切り捨て、

５円以上１０円未満の端数があるときは、こ

れを１０円に切り上げるものとする。）の３

分の２に相当する金額（その金額に、５０銭

未満の端数があるときは、これを切り捨て、

５０銭以上１円未満の端数があるときは、こ

れを１円に切り上げるものとする。）とする。

ただし、健康保険法第４０条第１項に規定す

る標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬

月額の３０分の１に相当する金額の３分の

２に相当する金額を超えるときは、その金額

とする。 

３ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始め

た日から起算して１年６月を超えないもの

とする。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被

保険者等に係る傷病手当金と給与等との調

整） 

第６条の３ 新型コロナウイルス感染症に感

染した場合又は発熱等の症状があり当該感

染症の感染が疑われる場合において給与等

の全部又は一部を受けることができる者に

対しては、これを受けることができる期間

は、傷病手当金を支給しない。ただし、その

受けることができる給与等の額が、前条第２

項の規定により算定される額より少ないと

きは、その差額を支給する。 

第６条の４ 前条に規定する者が、新型コロナ
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第４章 保健事業 

（保健事業） 

第７条 （略） 

ウイルス感染症に感染した場合において、そ

の受けることができるはずであった給与等

の全部又は一部につき、その全額を受けるこ

とができなかったときは傷病手当金の全額、

その一部を受けることができなかった場合

においてその受けた額が傷病手当金の額よ

り少ないときはその額と傷病手当金との差

額を支給する。ただし、同条ただし書の規定

により傷病手当金の一部を受けたときは、そ

の額を支給額から控除する。 

２ 前項の規定によりこの市が支給した金額

は、当該被保険者を使用する事業所の事業主

から徴収する。 

第４章 保健事業 

（保健事業） 

第７条 （略） 

（保険料の賦課額） （保険料の賦課額） 

第１０条 保険料の賦課額は、次に掲げる額の

合算額とする。 

第１０条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に

属する被保険者につき算定した基礎賦課額

（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第

３６２号）第２９条の７第１項第１号に規定

する基礎賦課額をいう。以下同じ。）及び後

期高齢者支援金等賦課額（国民健康保険法施

行令第２９条の７第１項第２号に規定する

後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同

じ。）並びに介護納付金賦課被保険者（国民

健康保険法施行令第２９条の７第１項第３

号に規定する介護納付金賦課被保険者をい

う。以下同じ。）につき算定した介護納付金

賦課額（国民健康保険法施行令第２９条の７

第１項第３号に規定する介護納付金賦課額

をいう。以下同じ。）の合算額とする。 

(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき

算定した基礎賦課額（国民健康保険法施行

令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条

の７第１項第１号に規定する基礎賦課額
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をいう。以下同じ。） 

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき

算定した後期高齢者支援金等賦課額（国民

健康保険法施行令第２９条の７第１項第

２号に規定する後期高齢者支援金等賦課

額をいう。以下同じ。） 

(3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課

被保険者（国民健康保険法施行令第２９条

の７第１項第３号に規定する介護納付金

賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき

算定した介護納付金賦課額（国民健康保険

法施行令第２９条の７第１項第３号に規

定する介護納付金賦課額をいう。以下同

じ。） 

(4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき

算定した子ども・子育て支援納付金賦課額

（国民健康保険法施行令第２９条の７第

１項第４号に規定する子ども・子育て支援

納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

（基礎賦課総額） （基礎賦課総額） 

第１１条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額

（第３２条、第３２条の３及び第３２条の４

の規定により基礎賦課額を減額するものと

した場合にあっては、その減額することにな

る額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」

という。）は、第１号に掲げる額の見込額か

ら第２号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。 

第１１条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額

（第３２条、第３２条の３及び第３２条の４

の規定により基礎賦課額を減額するものと

した場合にあっては、その減額することにな

る額を含む。）の総額（以下「基礎賦課総額」

という。）は、第１号に掲げる額の見込額か

ら第２号に掲げる額の見込額を控除した額

を基準として算定した額とする。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算

額 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算

額 

イ （略） イ （略） 

ロ 国民健康保険事業費納付金（法附則第

７条の規定により読み替えられた法第

７５条の７第１項の国民健康保険事業

費納付金をいう。以下この条において同

ロ 国民健康保険事業費納付金（法附則第

７条の規定により読み替えられた法第

７５条の７第１項の国民健康保険事業

費納付金をいう。以下この条において同
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じ。）の納付に要する費用（岐阜県の国

民健康保険に関する特別会計において

負担する高齢者医療確保法の規定によ

る後期高齢者支援金等（以下「後期高齢

者支援金等」という。）及び高齢者医療

確保法の規定による病床転換支援金等

（以下「病床転換支援金等」という。）、

介護保険法（平成９年法律第１２３号）

の規定による納付金（以下「介護納付金」

という。）並びに子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）の規定によ

る納付金（以下「子ども・子育て支援納

付金」という。）の納付に要する費用に

充てる部分を除く。）の額 

じ。）の納付に要する費用（岐阜県の国

民健康保険に関する特別会計において

負担する高齢者医療確保法の規定によ

る後期高齢者支援金等（以下「後期高齢

者支援金等」という。）、高齢者医療確

保法の規定による病床転換支援金等（以

下「病床転換支援金等」という。）及び

介護保険法（平成９年法律第１２３号）

の規定による納付金（以下「介護納付金」

という。）の納付に要する費用に充てる

部分を除く。）の額 

ハ～ホ （略） 

ヘ その他国民健康保険事業に要する費

用（国民健康保険の事務の執行に要する

費用を除く。）の額（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用（岐阜県の

国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する後期高齢者支援金等及び病

床転換支援金等、介護納付金並びに子ど

も・子育て支援納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。）を除く。） 

ハ～ホ （略） 

ヘ その他国民健康保険事業に要する費

用（国民健康保険の事務の執行に要する

費用を除く。）の額（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用（岐阜県の

国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する後期高齢者支援金等及び病

床転換支援金等並びに介護納付金の納

付に要する費用に充てる部分に限る。）

を除く。） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算

額 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算

額 

イ （略） イ （略） 

ロ 法附則第７条の規定により読み替え

られた法第７５条の規定により交付を

受ける補助金（国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用（岐阜県の国民健

康保険に関する特別会計において負担

する後期高齢者支援金等及び病床転換

支援金等、介護納付金並びに子ども・子

育て支援納付金の納付に要する費用に

充てる部分に限る。以下このロにおいて

ロ 法附則第７条の規定により読み替え

られた法第７５条の規定により交付を

受ける補助金（国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用（岐阜県の国民健

康保険に関する特別会計において負担

する後期高齢者支援金等、病床転換支援

金等及び介護納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。以下このロにお

いて同じ。）に係るものを除く。）及び
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同じ。）に係るものを除く。）及び同条

の規定により貸し付けられる貸付金（国

民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に係るものを除く。）の額 

同条の規定により貸し付けられる貸付

金（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に係るものを除く。）の額 

ハ・ニ （略）  ハ・ニ （略） 

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第２０条 第１２条の基礎賦課額は、６７万円

を超えることができない。 

第２０条 第１２条の基礎賦課額は、６６万円

を超えることができない。 

（後期高齢者支援金等賦課総額） （後期高齢者支援金等賦課総額） 

第２０条の２ 保険料の賦課額のうち後期高

齢者支援金等賦課額（第３２条、第３２条の

３及び第３２条の４の規定により後期高齢

者支援金等賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することになる額を

含む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等

賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額

の見込額から第２号に掲げる額の見込額を

控除した額を基準として算定した額とする。

第２０条の２ 保険料の賦課額のうち後期高

齢者支援金等賦課額（第３２条、第３２条の

３及び第３２条の４の規定により後期高齢

者支援金等賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することになる額を

含む。）の総額（以下「後期高齢者支援金等

賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額

の見込額から第２号に掲げる額の見込額を

控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（岐阜県の国民

健康保険に関する特別会計において負担

する後期高齢者支援金等及び病床転換支

援金等の納付に要する費用に係る部分に

限る。次号において同じ。）の額 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（岐阜県の国民

健康保険に関する特別会計において負担

する後期高齢者支援金等及び病床転換支

援金等の納付に要する費用に係る部分に

限る。次号において同じ。） 

(2) （略） (2) （略） 

（後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） （後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第２０条の６ 後期高齢者支援金等賦課額の

保険料率は、次のとおりとする。 

第２０条の６ 後期高齢者支援金等賦課額の

保険料率は、次のとおりとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 世帯別平等割 イからハまでに掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれイからハまで

に定めるところにより算定した額 

(3) 世帯別平等割 イからハまでに掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれイからハまで

に定めるところにより算定した額 

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世

帯 後期高齢者支援金等賦課総額の１

イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 

後期高齢者支援金等賦課総額の１００
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００分の１５に相当する額を当該年度

の前年度及びその直前の２箇年度の各

年度における被保険者が属する世帯の

数等を勘案して算定した数から特定世

帯の数に２分の１を乗じて得た数と特

定継続世帯の数に４分の１を乗じて得

た数の合計数を控除した数で除して得

た額 

分の１５に相当する額を当該年度の前

年度及びその直前の２箇年度の各年度

における被保険者が属する世帯の数等

を勘案して算定した数から特定世帯の

数に２分の１を乗じて得た数と特定継

続世帯の数に４分の１を乗じて得た数

の合計数を控除した数で除して得た額 

ロ・ハ （略）  ロ・ハ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額） 

第２１条 保険料の賦課額のうち介護納付金

賦課額（第３２条及び第３２条の４の規定に

より介護納付金賦課額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額することになる

額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課

総額」という。）は、第１号に掲げる額の見

込額から第２号に掲げる額の見込額を控除

した額を基準として算定した額とする。 

第２１条 保険料の賦課額のうち介護納付金

賦課額（第３２条及び第３２条の４の規定に

より介護納付金賦課額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額することになる

額を含む。）の総額（以下「介護納付金賦課

総額」という。）は、第１号に掲げる額の見

込額から第２号に掲げる額の見込額を控除

した額を基準として算定した額とする。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（岐阜県の国民

健康保険に関する特別会計において負担

する介護納付金の納付に要する費用に充

てる部分に限る。次号において同じ。）の

額 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（岐阜県の国民

健康保険に関する特別会計において負担

する介護納付金の納付に要する費用に充

てる部分に限る。次号において同じ。） 

(2) （略） 

（介護納付金賦課限度額） 

第２６条 （略） 

(2) （略） 

（介護納付金賦課限度額） 

第２６条 （略） 

（子ども・子育て支援納付金賦課総額） 

第２６条の２ 保険料の賦課額のうち子ども・

子育て支援納付金賦課額（第３２条、第３２

条の３、第３２条の４及び第３２条の５の規

定により子ども・子育て支援納付金賦課額を

減額するものとした場合にあっては、その減

額することになる額を含む。）の総額（以下
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「子ども・子育て支援納付金賦課総額」とい

う。）は、第１号に掲げる額の見込額から第

２号に掲げる額の見込額を控除した額を基

準として算定した額とする。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算

額 

イ 当該年度における国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用（岐阜県の

国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する子ども・子育て支援納付金の

納付に要する費用に充てる部分に限る。

次号において同じ。）の額 

ロ 第３２条の５に規定する基準に従い

子ども・子育て支援納付金賦課額の被保

険者均等割額を減額するものとした場

合に減額することとなる額の総額 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算

額 

イ 法附則第７条の規定により読み替え

られた法第７５条の規定により交付を

受ける補助金（国民健康保険事業費納付

金の納付に要する費用に係るものに限

る。）及び同条の規定により貸し付けら

れる貸付金（国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用に係るものに限

る。）の額 

ロ その他国民健康保険事業に要する費

用（国民健康保険事業費納付金の納付に

要する費用に限る。）のための収入（法

第７２条の３第１項、第７２条の３の２

第１項及び第７２条の３の３第１項の

規定による繰入金を除く。）の額 

（子ども・子育て支援納付金賦課額） 

第２６条の３ 保険料の賦課額のうち子ども・

子育て支援納付金賦課額は、当該世帯に属す

る被保険者につき算定した所得割額及び被
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保険者均等割額の合算額の総額並びに当該

世帯につき算定した世帯別平等割額の合計

額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者

（国民健康保険法施行令第２９条の７第５

項第３号に規定する１８歳以上被保険者を

いう。以下同じ。）につき算定した１８歳以

上被保険者均等割額の総額を加算した額と

する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割

額の算定） 

第２６条の４ 前条の所得割額は、被保険者に

係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得

割の保険料率を乗じて算定する。 

（子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料

率） 

第２６条の５ 子ども・子育て支援納付金賦課

額の保険料率は、次のとおりとする。 

(1) 所得割 子ども・子育て支援納付金賦課

総額から第２６条の２第１号ロに掲げる

額の見込額及び同号ロに係る同条第３号

に掲げる額の見込額の合計額から同条第

１号ロに係る同条第２号に掲げる額の見

込額を控除した額を控除した額（以下「子

ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率

の算定に係る額」という。）の１００分の

５０に相当する額を被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額等（国民健康保険法施

行令第２９条の７第５項第４号ただし書

に規定する場合にあっては、国民健康保険

法施行規則第３２条の１０の２に規定す

る方法により補正された後の金額とす

る。）の総額で除して得た数 

(2) 被保険者均等割 子ども・子育て支援納

付金賦課額の保険料率の算定に係る額の

１００分の３５に相当する額を当該年度
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の前年度及びその直前の２箇年度の各年

度における被保険者の数等を勘案して算

定した数で除して得た額 

(3) １８歳以上被保険者均等割 第２６条

の２第１号ロに掲げる額の見込額及び同

号ロに係る同条第３号に掲げる額の見込

額の合算額から同条第１号ロに係る同条

第２号に掲げる額の見込額を控除した額

を、当該年度の前年度及びその直前の２箇

年度の各年度における１８歳以上被保険

者の数等を勘案して算定した数で除して

得た額 

(4) 世帯別平等割 イからハまでに掲げる

世帯の区分に応じ、それぞれイからハまで

に定めるところにより算定した額 

イ 特定世帯又は特定継続世帯以外の世

帯 子ども・子育て支援納付金賦課額の

保険料率の算定に係る額の１００分の

１５に相当する額を当該年度の前年度

及びその直前の２箇年度の各年度にお

ける被保険者が属する世帯の数等を勘

案して算定した数から特定世帯の数に

２分の１を乗じて得た数と特定継続世

帯の数に４分の１を乗じて得た数の合

計数を控除した数で除して得た額 

ロ 特定世帯 イに定めるところにより

算定した額に２分の１を乗じて得た額 

ハ 特定継続世帯 イに定めるところに

より算定した額に４分の３を乗じて得

た額 

２ 前項に規定する保険料率を決定する場合

において、小数点以下第４位未満の端数又は

１円未満の端数があるときは、これを切り上

げるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定

したときは、速やかに告示しなければならな
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い。 

（子ども・子育て支援納付金賦課限度額） 

第２６条の６ 第２６条の３の子ども・子育て

支援納付金賦課額は、３万円を超えることが

できない。 

（賦課期日） 

第２７条 （略） 

（賦課期日） 

第２７条 （略） 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅

又は被保険者数の異動等があった場合） 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅

又は被保険者数の異動等があった場合） 

第２９条 保険料の賦課期日後に納付義務が

発生し、又は１世帯に属する被保険者数が増

加若しくは減少し、若しくは１世帯に属する

被保険者が介護納付金賦課被保険者となっ

た若しくは介護納付金賦課被保険者でなく

なった、若しくは国民健康保険法施行令第２

９条の７の２第２項に規定する特例対象被

保険者等（以下「特例対象被保険者等」とい

う。）となった場合における当該納付義務者

に係る第１２条の額、第２０条の３若しくは

第２６条の３の額（被保険者数が増加若しく

は減少した場合（特定同一世帯所属者に該当

することにより被保険者数が減少した場合

を除く。）又は特例対象被保険者等となった

場合における当該納付義務者に係る世帯別

平等割額を除く。）若しくは第２２条の額又

は第３２条第１項各号（同条第３項又は第４

項の規定により読み替えて準用する場合を

含む。次項において同じ。）に定める額若し

くは同条第５項各号に定める額、第３２条の

３第１項（同条第３項及び第４項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。次項にお

いて同じ。）に定める第１５条の基礎賦課額

の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ１

０分の５を乗じて得た額、第３２条の３第５

項第１号（同条第７項又は第８項の規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。次項にお

第２９条 保険料の賦課期日後に納付義務が

発生した場合、一世帯に属する被保険者数が

増加若しくは減少した場合、一世帯に属する

被保険者が介護納付金賦課被保険者となっ

た若しくは介護納付金賦課被保険者でなく

なった場合又は国民健康保険法施行令第２

９条の７の２第２項に規定する特例対象被

保険者等（以下「特例対象被保険者等」とい

う。）となった場合における当該納付義務者

に係る第１２条の額、第２０条の３の額（被

保険者数が増加若しくは減少した場合（特定

同一世帯所属者に該当することにより被保

険者数が減少した場合を除く。）又は特例対

象被保険者等となった場合における当該納

付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）、

第２２条の額又は第３２条第１項各号に定

める額、同条第３項若しくは第４項の規定に

より読み替えて準用する同条第１項各号に

定める額、第３２条の３第１項（同条第３項

の規定により読み替えて準用する場合を含

む。次項において同じ。）に定める第１５条

の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率

にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第３

２条の３第４項第１号（同条第６項の規定に

より読み替えて準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）に定める額、第３２条の４第

１項各号（同条第３項又は第４項の規定によ
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いて同じ。）に定める額、第３２条の４第１

項各号（同条第３項から第５項までの規定に

より読み替えて準用する場合を含む。次項に

おいて同じ。）に定める額、同条第６項各号

（同条第８項から第１０項までの規定によ

り読み替えて準用する場合を含む。次項にお

いて同じ。）に定める額若しくは第３２条の

５第１項に定める額の算定は、それぞれ、そ

の納付義務が発生し、又は被保険者数が増加

若しくは減少した日（法第６条第１号から第

８号までの規定のいずれかに該当したこと

により被保険者数が減少した場合において

は、その減少した日が月の初日であるときに

限り、その前日とする。）若しくは１世帯に

属する被保険者が介護納付金賦課被保険者

となった若しくは介護納付金賦課被保険者

でなくなった日若しくは特例対象被保険者

等となった日の属する月から、月割りをもっ

て行う。 

り読み替えて準用する場合を含む。次項にお

いて同じ。）に定める額若しくは同条第５項

各号（同条第７項又は第８項の規定により読

み替えて準用する場合を含む。次項において

同じ。）に定める額の算定は、それぞれ、そ

の納付義務が発生した日、一世帯に属する被

保険者数が増加若しくは減少した日（法第６

条第１号から第８号までの規定のいずれか

に該当したことにより被保険者数が減少し

た場合においては、その減少した日が月の初

日であるときに限り、その前日とする。）、

一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課

被保険者となった若しくは介護納付金賦課

被保険者でなくなった日又は特例対象被保

険者等となった日の属する月から、月割りを

もって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅し

た場合における当該納付義務者に係る第１

２条、第２０条の３、第２２条若しくは第２

６条の３の額又は第３２条第１項各号に定

める額若しくは同条第５項各号に定める額、

第３２条の３の第１５条の基礎賦課額の被

保険者均等割の保険料率にそれぞれ１０分

の５を乗じて得た額、第３２条の３第５項第

１号に定める額、第３２条の４第１項各号に

定める額、同条第６項各号に定める額若しく

は第３２条の５第１項に定める額の算定は、

その納付義務が消滅した日（法第６条第１号

から第８号までの規定のいずれかに該当し

たことにより納付義務が消滅した場合にお

いては、その消滅した日が月の初日であると

きに限り、その前日とする。）の属する月の

前月まで、月割りをもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅し

た場合における当該納付義務者に係る第１

２条の額、第２０条の３の額、第２２条の額

又は第３２条第１項各号に定める額、同条第

３項若しくは第４項の規定により読み替え

て準用する同条第１項各号に定める額、第３

２条の３第１項に定める第１５条の基礎賦

課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞ

れ１０分の５を乗じて得た額、第３２条の３

第４項第１号に定める額、第３２条の４第１

項各号に定める額若しくは同条第５項各号

に定める額の算定は、その納付義務が消滅し

た日（法第６条第１号から第８号までの規定

のいずれかに該当したことにより納付義務

が消滅した場合においては、その消滅した日

が月の初日であるときに限り、その前日とす

る。）の属する月の前月まで、月割りをもっ

-22-



て行う。 

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額） 

第３２条 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦

課額は、第１２条の基礎賦課額から、それぞ

れ、当該各号に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６７万円を超える

場合には、６７万円）とする。 

第３２条 次の各号に該当する納付義務者に

対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦

課額は、第１２条の基礎賦課額から、それぞ

れ、当該各号に定める額を減額して得た額

（当該減額して得た額が６６万円を超える

場合には、６６万円）とする。 

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合には、その発生した日とする。）現在

においてその世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者につき算定した地方

税法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額（青色専従者給与額又は事業専従

者控除額については、同法第３１３条第３

項、第４項又は第５項の規定を適用せず、

所得税法第５７条第１項、第３項又は第４

項の規定の例によらないものとし、山林所

得金額及び他の所得と区分して計算され

る所得の金額（地方税法附則第３３条の２

第５項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額（同法附則第３５条の２の６

第８項又は第１１項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）、同法附則

第３３条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額、同法附則第３４条

第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同

法附則第３５条第５項に規定する短期譲

渡所得の金額、同法附則第３５条の２第５

項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額（同法附則第３５条の３第１５項

の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）、同法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式に係る譲渡所得等

の金額（同法附則第３５条の２の６第１１

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦

課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合には、その発生した日とする。）現在

においてその世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者につき算定した地方

税法第３１４条の２第１項に規定する総

所得金額（青色専従者給与額又は事業専従

者控除額については、同法第３１３条第３

項、第４項又は第５項の規定を適用せず、

所得税法第５７条第１項、第３項又は第４

項の規定の例によらないものとし、山林所

得金額及び他の所得と区分して計算され

る所得の金額（地方税法附則第３３条の２

第５項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額（同法附則第３５条の２の６

第８項又は第１１項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）、同法附則

第３３条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額、同法附則第３４条

第４項に規定する長期譲渡所得の金額、同

法附則第３５条第５項に規定する短期譲

渡所得の金額、同法附則第３５条の２第５

項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額（同法附則第３５条の３第１５項

の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）、同法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式に係る譲渡所得等

の金額（同法附則第３５条の２の６第１１
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項又は第３５条の３第１３項若しくは第

１５項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、同法附則第３５条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額（同法附則第３５条の４の２第７項

の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）、外国居住者等の所得に対する相

互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律第８条第２項に規定する特例適用

利子等の額及び同条第４項に規定する特

例適用配当等の額、租税条約等実施特例法

第３条の２の２第１０項に規定する条約

適用利子等の額及び同条第１２項に規定

する条約適用配当等の額をいう。以下この

項において同じ。）の算定についても同様

とする。以下同じ。）及び山林所得金額並

びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合算額が、地方税法第３１４条の

２第２項第１号に定める金額（世帯主並び

に当該世帯主の世帯に属する被保険者及

び特定同一世帯所属者（次号及び第３号並

びに第５項において「世帯主等」という。）

のうち給与所得を有する者（前年中に同条

第１項に規定する総所得金額に係る所得

税法第２８条第１項に規定する給与所得

について同条第３項に規定する給与所得

控除額の控除を受けた者（同条第１項に規

定する給与等の収入金額が５５万円を超

える者に限る。）をいう。以下この号にお

いて同じ。）の数及び公的年金等に係る所

得を有する者（前年中に地方税法第３１４

条の２第１項に規定する総所得金額に係

る所得税法第３５条第３項に規定する公

的年金等に係る所得について同条第４項

に規定する公的年金等控除額の控除を受

けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当

項又は第３５条の３第１３項若しくは第

１５項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、同法附則第３５条の４第

４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額（同法附則第３５条の４の２第７項

の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）、外国居住者等の所得に対する相

互主義による所得税等の非課税等に関す

る法律第８条第２項に規定する特例適用

利子等の額及び同条第４項に規定する特

例適用配当等の額、租税条約等実施特例法

第３条の２の２第１０項に規定する条約

適用利子等の額及び同条第１２項に規定

する条約適用配当等の額をいう。以下この

項において同じ。）の算定についても同様

とする。以下同じ。）及び山林所得金額並

びに他の所得と区分して計算される所得

の金額の合算額が、地方税法第３１４条の

２第２項第１号に定める金額（世帯主並び

に当該世帯主の世帯に属する被保険者及

び特定同一世帯所属者（次号及び第３号に

おいて「世帯主等」という。）のうち給与

所得を有する者（前年中に同条第１項に規

定する総所得金額に係る所得税法第２８

条第１項に規定する給与所得について同

条第３項に規定する給与所得控除額の控

除を受けた者（同条第１項に規定する給与

等の収入金額が５５万円を超える者に限

る。）をいう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得を有する

者（前年中に地方税法第３１４条の２第１

項に規定する総所得金額に係る所得税法

第３５条第３項に規定する公的年金等に

係る所得について同条第４項に規定する

公的年金等控除額の控除を受けた者（年齢

６５歳未満の者にあっては当該公的年金
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該公的年金等の収入金額が６０万円を超

える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が１１０

万円を超える者に限る。）をいい、給与所

得を有する者を除く。）の数の合計数（次

号及び第３号並びに第５項において「給与

所得者等の数」という。）が２以上の場合

にあっては、地方税法第３１４条の２第２

項第１号に定める金額に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１０万円を乗

じて得た金額を加えた金額）を超えない世

帯に係る保険料の納付義務者 イに掲げ

る額に当該世帯に属する被保険者のうち

当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等

割額の算定の対象とされるものの数を乗

じて得た額とロに掲げる額とを合算した

額 

等の収入金額が６０万円を超える者に限

り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が１１０万円を超え

る者に限る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（次号及び第３

号において「給与所得者等の数」という。）

が２以上の場合にあっては、地方税法第３

１４条の２第２項第１号に定める金額に

当該給与所得者等の数から１を減じた数

に１０万円を乗じて得た金額を加えた金

額）を超えない世帯に係る保険料の納付義

務者 イに掲げる額に当該世帯に属する

被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額の算定の対象とされ

るものの数を乗じて得た額とロに掲げる

額とを合算した額 

イ・ロ （略） イ ・ロ （略） 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３

１４条の２第２項第１号に定める金額（世

帯主等のうち給与所得者等の数が２以上

の場合にあっては、同号に定める金額に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）

に、３１万円に当該年度の保険料賦課期日

（賦課期日後に保険料の納付義務が発生

した場合には、その発生した日とする。）

現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であっ

て前号に該当する者以外のもの イに掲

げる額に当該世帯に属する被保険者のう

ち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所

得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法第３

１４条の２第２項第１号に定める金額（世

帯主等のうち給与所得者等の数が２以上

の場合にあっては、同号に定める金額に当

該給与所得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）

に、３０万５千円に当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発

生した場合には、その発生した日とする。）

現在において当該世帯に属する被保険者

の数と特定同一世帯所属者の数の合計数

を乗じて得た額を加算した金額を超えな

い世帯に係る保険料の納付義務者であっ

て前号に該当する者以外のもの イに掲

げる額に当該世帯に属する被保険者のう

ち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均
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等割額の算定の対象とされるものの数を

乗じて得た額とロに掲げる額とを合算し

た額 

等割額の算定の対象とされるものの数を

乗じて得た額とロに掲げる額とを合算し

た額 

イ・ロ （略） イ・ロ （略） 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合計額が、地方税法第

３１４条の２第２項第１号に定める金額

（世帯主等のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、同号に定める金額

に当該給与所得者等の数から１を減じた

数に１０万円を乗じて得た金額を加えた

金額）に、５７万円に当該年度の保険料賦

課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合には、その発生した日とす

る。）現在において当該世帯の属する被保

険者の数と特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前各号に該当する者以外のもの 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保険

者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額とロに掲げる額とを

合算した額 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算

される所得の金額の合計額が、地方税法第

３１４条の２第２項第１号に定める金額

（世帯主等のうち給与所得者等の数が２

以上の場合にあっては、同号に定める金額

に当該給与所得者等の数から１を減じた

数に１０万円を乗じて得た金額を加えた

金額）に、５６万円に当該年度の保険料賦

課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合には、その発生した日とす

る。）現在において当該世帯の属する被保

険者の数と特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前各号に該当する者以外のもの 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保険

者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保

険者均等割額の算定の対象とされるもの

の数を乗じて得た額とロに掲げる額とを

合算した額 

イ・ロ （略） イ・ロ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条」

とあるのは「第２０条の３」と、「６７万円」

とあるのは「２６万円」と、前項中「第１５

条」とあるのは「第２０条の６」と読み替え

るものとする。 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条」

とあるのは「第２０条の３」と、「６６万円」

とあるのは「２６万円」と、前項中「第１５

条」とあるのは「第２０条の６」と読み替え

るものとする。 
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４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１２条」とあるの

は「第２２条」と、「６７万円」とあるのは

「１７万円」と、前項中「第１５条」とある

のは「第２５条」と読み替えるものとする。

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１２条」とあるの

は「第２２条」と、「６６万円」とあるのは

「１７万円」と、前項中「第１５条」とある

のは「第２５条」と読み替えるものとする。

５ 次の各号に該当する納付義務者に対して

課する保険料の賦課額のうち子ども・子育て

支援納付金賦課額は、第２６条の３の子ど

も・子育て支援納付金賦課額から、それぞれ、

当該各号に定める額を減額して得た額（当該

減額して得た額が３万円を超える場合には、

３万円）とする。 

(1) 第１項第１号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方

税法第３１４条の２第２項第１号に定め

る金額（世帯主等のうち給与所得者等の数

が２以上の場合にあっては、同号に定める

金額に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１０万円を乗じて得た金額を加

えた金額）を超えない世帯に係る保険料の

納付義務者 イに掲げる額に当該世帯に

属する被保険者のうち当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者均

等割額の算定の対象とされるものの数を

乗じて得た額、ロに掲げる額に当該世帯に

属する被保険者のうち当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上

被保険者均等割額の算定の対象とされる

ものの数を乗じて得た額及びハに掲げる

額を合算した額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に１０分の７を乗じて得た額 
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ロ 当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

の保険料率に１０分の７を乗じて得た

額 

ハ 当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の世帯別平等割の保険料率に

１０分の７を乗じて得た額 

(2) 第１項第１号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方

税法第３１４条の２第２項第１号に定め

る金額（世帯主等のうち給与所得者等の数

が２以上の場合にあっては、同号に定める

金額に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１０万円を乗じて得た金額を加

えた金額）に３１万円に当該年度の保険料

賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合にはその発生した日とす

る。）現在において当該世帯に属する被保

険者の数と特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前号に該当する者以外の者 イに

掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の被保険者均等割額の算定の対

象とされるものの数を乗じて得た額、ロに

掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の１８歳以上被保険者均等割額

の算定の対象とされるものの数を乗じて

得た額及びハに掲げる額を合算した額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に１０分の５を乗じて得た額 

ロ 当該年度分の子ども・子育て支援納付
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金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

の保険料率に１０分の５を乗じて得た

額 

ハ 当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の世帯別平等割の保険料率に

１０分の５を乗じて得た額 

(3) 第１項第１号に規定する総所得金額及

び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方

税法第３１４条の２第２項第１号に定め

る金額（世帯主等のうち給与所得者等の数

が２以上の場合にあっては、同号に定める

金額に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１０万円を乗じて得た金額を加

えた金額）に５７万円に当該年度の保険料

賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合にはその発生した日とす

る。）現在において当該世帯に属する被保

険者の数と特定同一世帯所属者の数の合

計数を乗じて得た額を加算した金額を超

えない世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前２号に該当する者以外の者 イ

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の被保険者均等割額の算定の

対象とされるものの数を乗じて得た額、ロ

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の子ども・子育て支援納

付金賦課額の１８歳以上被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額及びハに掲げる額を合算した額 

イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に１０分の２を乗じて得た額 

ロ 当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の１８歳以上被保険者均等割
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の保険料率に１０分の２を乗じて得た

額 

ハ 当該年度分の子ども・子育て支援納付

金賦課額の世帯別平等割の保険料率に

１０分の２を乗じて得た額 

６ 第２６条の５第２項及び第３項の規定は、

前項各号イからハまでに規定する額（前項に

規定する第１号の１人当たり軽減額、第２号

の１人当たり軽減額及び第３号の１人当た

り軽減額）の決定について準用する。この場

合において、第２６条の５第２項及び第３項

の規定中「保険料率」とあるのは「額（第１

号の１人当たり軽減額、第２号の１人当たり

軽減額及び第３号の１人当たり軽減額）」と

読み替えるものとする。 

（特例対象被保険者等の特例） （特例対象被保険者等の特例） 

第３２条の２ 世帯主又は当該世帯に属する

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特

例対象被保険者等である場合における第１

３条第１項、第２０条の４、第２３条及び第

２６条の４並びに前条第１項（同条第３項又

は第４項の規定により読み替えて準用する

場合を含む。）及び同条第５項の規定の適用

については、第１３条第１項中「規定する総

所得金額」とあるのは「規定する総所得金額

（特例対象被保険者等の総所得金額に所得

税法第２８条第１項に規定する給与所得が

含まれている場合においては、当該給与所得

については、同条第２項の規定によって計算

した金額の１００分の３０に相当する金額

によるものとする。第２項において同じ。）」

と、「所得の金額（同法」とあるのは「所得

の金額（地方税法」と、前条第１項第１号中

「総所得金額（」とあるのは「総所得金額（特

例対象被保険者等の総所得金額に所得税法

第２８条第１項に規定する給与所得が含ま

第３２条の２ 世帯主又は当該世帯に属する

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特

例対象被保険者等である場合における第１

３条第１項及び前条第１項の規定の適用に

ついては、第１３条第１項中「規定する総所

得金額」とあるのは「規定する総所得金額（特

例対象被保険者等の総所得金額に所得税法

第２８条第１項に規定する給与所得が含ま

れている場合においては、当該給与所得につ

いては、同条第２項の規定によって計算した

金額の１００分の３０に相当する金額によ

るものとする。第２項において同じ。）」と、

「所得の金額（同法」とあるのは「所得の金

額（地方税法」と、前条第１項第１号中「総

所得金額（」とあるのは「総所得金額（特例

対象被保険者等の総所得金額に所得税法第

２８条第１項に規定する給与所得が含まれ

ている場合においては、当該給与所得につい

ては、同条第２項の規定によって計算した金

額の１００分の３０に相当する金額による
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れている場合においては、当該給与所得につ

いては、同条第２項の規定によって計算した

金額の１００分の３０に相当する金額によ

るものとする。」と、「ついては、同法」と

あるのは「ついては、地方税法」とする。 

ものとする。」と、「ついては、同法」とあ

るのは「ついては、地方税法」とする。 

（未就学児の被保険者均等割額の軽減） （未就学児の被保険者均等割額の軽減） 

第３２条の３ 当該年度において、その世帯に

６歳に達する日以後の最初の３月３１日以

前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該被保険者に係る当

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額

は、第１５条の基礎賦課額の被保険者均等割

の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、

１０分の５を乗じて得た額（同条第２項の規

定により端数の切上げを行った後の額とす

る。）を控除して得た額とする（第５項に掲

げる場合を除く。）。 

第３２条の３ 当該年度において、その世帯に

６歳に達する日以後の最初の３月３１日以

前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該被保険者に係る当

該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額

は、第１５条の基礎賦課額の被保険者均等割

の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、

１０分の５を乗じて得た額（同条第２項の規

定により端数の切上げを行った後の額とす

る。）を控除して得た額とする（第４項に掲

げる場合を除く。）。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育

て支援納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「基礎賦課

額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金

賦課額」と、「第１５条」とあるのは「第２

６条の５」と、第２項中「第１５条第３項」

とあるのは「第２６条の５第３項」と読み替

えるものとする。 

５・６ （略） ４・５ （略） 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第３２条第

１項各号」とあるのは「第３２条第３項の規

定により読み替えられた同条第１項各号」

と、「第１５条」とあるのは「第２０条の６」

と、「第１５条第２項」とあるのは「第２０

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１５条」

とあるのは、「第２０条の６」と、「同条第

２項」とあるのは「同条第３項」と、「第１

５条第２項」とあるのは「第２０条の６第２

項」と、前項中「第１５条第３項」とあるの
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条の６第２項」と、第６項中「第１５条第３

項」とあるのは「第２０条の６第３項」と読

み替えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、子ども・子育

て支援納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第５項中「基礎賦課

額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金

賦課額」と、「第３２条第１項各号」とある

のは「第３２条第５項各号」と、「第１５条」

とあるのは「第２６条の５」と、「第１５条

第２項」とあるのは「第２６条の５第２項」

と、第６項中「第１５条第３項」とあるのは

「第２６条の５第３項」と読み替えるものと

する。 

は「第２０条の６第３項」と読み替えるもの

とする。 

（出産被保険者の保険料の減額） （出産被保険者の保険料の減額） 

第３２条の４ 当該年度において、世帯に出産

被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の

７第６項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合における当該

世帯の納付義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第１２条の基礎

賦課額から、次の各号の合算額を減額して得

た額（当該減額して得た額が６７万円を超え

る場合には、６７万円）とする（第６項に掲

げる場合を除く。）。 

第３２条の４ 当該年度において、世帯に出産

被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の

７第５項第８号に規定する出産被保険者を

いう。以下同じ。）がある場合における当該

世帯の納付義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第１２条の基礎

賦課額から、次の各号の合算額を減額して得

た額（当該減額して得た額が６６万円を超え

る場合には、６６万円）とする（第５項に掲

げる場合を除く。）。 

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の

総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額

の所得割の保険料率を乗じて得た額に１

２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保

険者の出産の予定日（国民健康保険法施行

規則第３２条の１０の３で定める場合に

は、出産の日。第３７条の３第１項及び第

２項において同じ。）の属する月（以下こ

の号において「出産予定月」という。）の

前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から

出産予定月の翌々月までの期間（以下「産

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の

総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額

の所得割の保険料率を乗じて得た額に１

２分の１を乗じて得た額に、当該出産被保

険者の出産の予定日（国民健康保険法施行

規則第３２条の１０の２で定める場合に

は、出産の日。第３７条の３第１項及び第

２項において同じ。）の属する月（以下こ

の号において「出産予定月」という。）の

前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から

出産予定月の翌々月までの期間（以下「産
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前産後期間」という。）のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額 

前産後期間」という。）のうち当該年度に

属する月数を乗じて得た額 

(2)（略） (2)（略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条」

とあるのは「第２０条の３」と、「６７万円」

とあるのは「２６万円」と、前項中「第１５

条」とあるのは「第２０条の６」と読み替え

るものとする。 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条」

とあるのは「第２０条の３」と、「６６万円」

とあるのは「２６万円」と、第２項中「第１

５条」とあるのは「第２０条の６」と読み替

えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「規定する出産被保険者をい

う。以下同じ。」とあるのは「規定する出産

被保険者（介護納付金賦課被保険者である者

に限る。）をいう。以下この項において同じ。」

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、「第１２条」とあるのは「第２

２条」と、「６７万円」とあるのは「１７万

円」と、第２項中「第１５条」とあるのは「第

２５条」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「規定する出産被保険者をい

う。以下同じ。」とあるのは「規定する出産

被保険者（介護納付金賦課被保険者である者

に限る。）をいう。以下この項において同じ。」

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、「第１２条」とあるのは「第２

２条」と、「６６万円」とあるのは「１７万

円」と、第２項中「第１５条」とあるのは「第

２５条」と読み替えるものとする。 

５ 第１項及び第２項の規定は、子ども・子育

て支援納付金賦課額の減額について準用す

る。この場合において、第１項中「基礎賦課

額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金

賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは

「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者

均等割」と、「第１２条」とあるのは「第２

６条の３」と、「６７万円」とあるのは「３

万円」と、第２項中「第１５条」とあるのは

「第２６条の５」と読み替えるものとする。

６ 当該年度において、第３２条に規定する基

準に従い保険料を減額するものとした納付

５ 当該年度において、第３２条に規定する基

準に従い保険料を減額するものとした納付
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義務者の世帯に出産被保険者がある場合に

おける当該世帯の納付義務者に対して課す

る保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該

減額後の第１２条の基礎賦課額から、次の各

号の合算額を減額して得た額（当該減額して

得た額が６７万円を超える場合には、６７万

円）とする。 

義務者の世帯に出産被保険者がある場合に

おける当該世帯の納付義務者に対して課す

る保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該

減額後の第１２条の基礎賦課額から、次の各

号の合算額を減額して得た額（当該減額して

得た額が６６万円を超える場合には、６６万

円）とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

７ （略） ６ （略） 

８ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第６項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条」

とあるのは「第２０条の３」と、「６７万円」

とあるのは「２６万円」と、「第３２条第１

項各号」とあるのは「第３２条第３項の規定

により読み替えられた同条第１項各号」と、

前項中「第１５条」とあるのは「第２０条の

６」と読み替えるものとする。 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課

額の減額について準用する。この場合におい

て、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１２条」

とあるのは「第２０条の３」と、「６６万円」

とあるのは「２６万円」と、第６項中「第１

５条」とあるのは「第２０条の６」と読み替

えるものとする。 

９ 第６項及び第７項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第６項中「出産被保険者」とあるのは

「出産被保険者（介護納付金賦課被保険者で

ある者に限る。以下この項において同じ。）」

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、「第１２条」とあるのは「第２

２条」と、「６７万円」とあるのは「１７万

円」と、「第３２条第１項各号」とあるのは

「第３２条第４項の規定により読み替えら

れた同条第１項各号と、第７項中「第１５条」

とあるのは「第２５条」と読み替えるものと

する。 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦

課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第５項中「出産被保険者」とあるのは

「出産被保険者（介護納付金賦課被保険者で

ある者に限る。以下この項において同じ。）」

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金

賦課額」と、「第１２条」とあるのは「第２

２条」と、「６６万円」とあるのは「１７万

円」と、第６項中「第１５条」とあるのは「第

２５条」と読み替えるものとする。 

１０ 第６項及び第７項の規定は、子ども・子

育て支援納付金賦課額の減額について準用

する。この場合において、第６項中「基礎賦
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課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付

金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるの

は「被保険者均等割及び１８歳以上被保険者

均等割」と、「第１２条」とあるのは「第２

６条の３」と、「６７万円」とあるのは「３

万円」と、「第３２条第１項各号」とあるの

は「第３２条第５項各号」と、第７項中「第

１５条」とあるのは「第２６条の５」と読み

替えるものとする。 

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１

日以前である被保険者の被保険者均等割額

の減額） 

第３２条の５ 当該年度において、その世帯に

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日

以前である被保険者（以下「１８歳未満被保

険者」という。）がある場合における当該１

８歳未満被保険者に係る当該年度分の子ど

も・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等

割額は、第２６条の５の子ども・子育て支援

納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率

に相当する額（第３２条第５項、第３２条の

３第４項の規定により読み替えられた同条

第１項若しくは同条第８項の規定により読

み替えられた同条第５項又は前条第５項の

規定により読み替えられた同条第１項若し

くは同条第１０項の規定により読み替えら

れた同条第６項に規定する基準に従い当該

１８歳未満被保険者に係る当該年度分の子

ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均

等割の保険料率に相当する額を減額するも

のとした場合にあっては、当該減額後の額。

以下同じ。）から、当該保険料率に相当する

額を控除して得た額とする。 

２ 第２６条の５第３項の規定は、前項に規定

する額の決定について準用する。この場合に

おいて、第２６条の５第３項の規定中「保険
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料率」とあるのは「額」と読み替えるものと

する。 

附 則 附 則 

（施行期日） （施行期日） 

１ （略） １ （略） 

（経過措置） （経過措置） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

 （新型コロナウイルス感染症の影響により

収入の減少が見込まれる場合等における保

険料の減免） 

８ 令和２年２月１日から令和５年３月３１

日までの間に納期限（特別徴収の場合にあっ

ては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下

この項において同じ。）が定められている保

険料の減免については、次の各号のいずれか

に該当する者は、第３７条第１項第１号に規

定する保険料（被保険者の資格を取得した日

から１４日以内に法第９条第１項の規定に

よる届出が行われなかったため令和２年２

月１日以降に納期限が定められている保険

料であって、当該届出が被保険者の資格を取

得した日から１４日以内に行われていたな

らば同年２月１日前に納期限が定められる

べきものを除く。）の減免の要件を満たすも

のとして、同項の規定を適用する。 

(1) 新型コロナウイルス感染症により、被保

険者の属する世帯の生計を主として維持

する者（以下「主たる生計維持者」という。）

が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、主たる生計維持者の事業収入、不動産

収入、山林収入又は給与収入（以下「事業

収入等」という。）の減少が見込まれ、次

のアからウまでの全てに該当すること。 

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入
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等のいずれかの減少額（保険金、損害賠

償等により補填されるべき金額がある

ときは、当該金額を控除した額を控除し

た額）が前年の当該事業収入等の額の１

０分の３以上であること。 

イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地

方税法第３１４条の２第１項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額並びに

国民健康保険法施行令第２７条の２第

１項に規定する他の所得と区別して計

算される所得の金額（地方税法第３１４

条の２第１項各号及び第２項の規定の

適用がある場合には、その適用前の金

額）の合計額が１，０００万円以下であ

ること。 

ウ 減少することが見込まれる世帯の主

たる生計維持者の事業収入等に係る所

得以外の前年の所得の合計額が４００

万円以下であること。 

 ９ 前項の場合における第３７条第２項の規

定の適用については、同項中「提出しなけれ

ばならない」とあるのは、「提出しなければ

ならない。ただし、市長はこれにより難い事

情があると認めるときは、この限りでない」

とする。 

附 則  

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第１０条、第２０条、第２６条の２から第２６条の６

まで及び第２９条から第３２条の５までの規定は、令和８年度以後の年度分の保

険料について適用し、令和７年度以前の年度分の保険料については、なお従前の

例による。 
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議第９号 

美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市介護保険条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市介護保険条例（平成１２年美濃加茂市条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。

改正後 改正前 

（保険料率） （保険料率）

第２条 令和６年度から令和８年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げる

第１号被保険者（介護保険法（平成９年法律

第１２３号。以下「法」という。）第９条第

１号に規定する第１号被保険者をいう。以下

同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定

める額とする。

第２条 令和６年度から令和８年度までの各

年度における保険料率は、次の各号に掲げる

第１号被保険者（介護保険法（平成９年法律

第１２３号。以下「法」という。）第９条第

１号に規定する第１号被保険者をいう。以下

同じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定

める額とする。

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略）

(6) 次のいずれかに該当する者 ７３，９２

０円

(6) 次のいずれかに該当する者 ７３，９２

０円

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額）（以下「合計所得金額」

という。（租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第３３条の４第１項若し

くは第２項、第３４条第１項、第３４条

の２第１項、第３４条の３第１項、第３

５条第１項、第３５条の２第１項、第３

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２第１

項、第３５条の３第１項又は第３６条の
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５条の３第１項又は第３６条の規定の

適用がある場合には、当該合計所得金額

から令第２２条の２第２項に規定する

特別控除額を控除して得た額とし、当該

合計所得金額が零を下回る場合には、零

とする。以下同じ。）が１２０万円未満

である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの

規定の適用がある場合には、当該合計所

得金額から令第２２条の２第２項に規

定する特別控除額を控除して得た額と

する。以下「合計所得金額」という。）

が１２０万円未満である者であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ （略） イ （略）

(7)～(16) （略） (7)～(16) （略）

２～４ （略） ２～４ （略） 

附 則 附 則

 （令和８年度の保険料率の算定に関する所得

の額の算定方法の特例） 

 （新型コロナウイルス感染症の影響により収

入の減少が見込まれる場合等における保険

料の減免） 

第８条 第１号被保険者（令和８年度分の保険

料の賦課期日において当市に住所を有しな

い者を除き、令和８年度分の地方税法の規定

による市町村民税の賦課期日において当市

に住所を有する者（同法第２９４条第３項の

規定により当市の住民基本台帳に記録され

ている者とみなされた者を含む。）に限る。

以下この条及び次条第１項において同じ。）

のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得

が含まれている者（同年中の給与等（所得税

法第２８条第１項に規定する給与等をいう。

以下同じ。）の収入金額が５５１，０００円

以上６５１，０００円未満である者に限る。）

の令和８年度における保険料率の算定につ

いての第２条第１項（第６号ア、第７号ア、

第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号

ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア及

び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の

適用については、同項第６号ア中「地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第

第８条 令和２年２月１日から令和５年３月

３１日までの間に納期限（特別徴収の場合に

あっては、特別徴収対象年金給付の支払日。

以下この項において同じ。）が定められてい

る保険料（第１号被保険者の資格を取得した

日から１４日以内に法第１２条第１項の規

定による届出が行われなかったため令和２

年２月１日以降に納期限が定められている

保険料であって、当該届出が第１号被保険者

の資格を取得した日から１４日以内に行わ

れていたならば同年２月１日前に納期限が

定められるべきものを除く。）の減免につい

ては、次の各号のいずれかに該当する者は、

第１１条第１項第３号に規定する保険料の

減免の要件を満たすものとして、同項の規定

を適用する。 
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１項第１３号に規定する合計所得金額（以下

「合計所得金額」という。）（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５

条の３第１項又は第３６条の規定の適用が

ある場合には、当該合計所得金額から令第２

２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が零を

下回る場合には、零とする。以下同じ。）」

とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２

９２条第１項第１３号に規定する合計所得

金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第

２８条第１項に規定する給与所得が含まれ

ている場合には、当該給与所得の金額につい

ては、同条第２項の規定によって計算した金

額に令和７年中の同条第１項に規定する給

与等の収入金額から５５０，０００円を控除

して得た額を加えた額によるものとし、租税

特別措置法による特別控除の適用がある場

合には、当該合計所得金額から令第２２条の

２第２項に規定する特別控除額を控除して

得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る

場合には、零とする。以下同じ。）」とする。

 (1) 新型コロナウイルス感染症（病原体がベ

ータコロナウイルス属のコロナウイルス

（令和２年１月に、中華人民共和国から世

界保健機関に対して、人に伝染する能力を

有することが新たに報告されたものに限

る。）である感染症をいう。以下同じ。）

により、第１号被保険者の属する世帯の生

計を主として維持する者（以下「主たる生

計維持者」という。）が死亡し、又は重篤

な傷病を負ったこと。 

 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響によ
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り、主たる生計維持者の事業収入、不動産

収入、山林収入又は給与収入（以下「事業

収入等」という。）の減少が見込まれ、次

のア及びイに該当すること。 

 ア 主たる生計維持者の事業収入等のい

ずれかの減少額（保険金、損害賠償等に

より補填されるべき金額があるときは、

当該金額を控除した額）が前年の当該事

業収入等の額の１０分の３以上である

こと。 

 イ 減少することが見込まれる主たる生

計維持者の事業収入等に係る所得以外

の前年の所得の合計額が４００万円以

下であること。 

２ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所

得金額に給与所得が含まれている者（同年中

の給与等の収入金額が６５１，０００円以上

１，６１９，０００円未満である者に限る。）

の令和８年度における保険料率の算定につ

いての第２条第１項（第６号ア、第７号ア、

第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号

ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号ア及

び第１５号アに係る部分に限る。）の規定の

適用については、同項第６号ア中「地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第

１項第１３号に規定する合計所得金額（以下

「合計所得金額」という。）（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第

３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５

条の３第１項又は第３６条の規定の適用が

ある場合には、当該合計所得金額から令第２

２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が零を

下回る場合には、零とする。以下同じ。）」

２ 前項の場合における第１１条第２項の規

定の適用については、同項中「提出しなけれ

ばならない」とあるのは、「提出しなければ

ならない。ただし、市長は、これにより難い

事情があると認めるときは、この限りでな

い」とする。 
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とあるのは、「合計所得金額（地方税法第２

９２条第１項第１３号に規定する合計所得

金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第

２８条第１項に規定する給与所得が含まれ

ている場合には、当該給与所得の金額につい

ては、同条第２項の規定によって計算した金

額に１００，０００円を加えた額によるもの

とし、租税特別措置法による特別控除の適用

がある場合には、当該合計所得金額から令第

２２条の２第２項に規定する特別控除額を

控除して得た額とし、当該合計所得金額が零

を下回る場合には、零とする。以下同じ。）」

とする。 

３ 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所

得金額に給与所得が含まれている者（同年中

の給与等の収入金額が１，６１９，０００円

以上１，９００，０００円未満である者に限

る。）の令和８年度における保険料率の算定

についての第２条第１項（第６号ア、第７号

ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１

１号ア、第１２号ア、第１３号ア、第１４号

ア及び第１５号アに係る部分に限る。）の規

定の適用については、同項第６号ア中「地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２

条第１項第１３号に規定する合計所得金額

（以下「合計所得金額」という。）（租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３

条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１

項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、

第３５条の３第１項又は第３６条の規定の

適用がある場合には、当該合計所得金額から

令第２２条の２第２項に規定する特別控除

額を控除して得た額とし、当該合計所得金額

が零を下回る場合には、零とする。以下同

じ。）」とあるのは、「合計所得金額（地方
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税法第２９２条第１項第１３号に規定する

合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所

得税法第２８条第１項に規定する給与所得

が含まれている場合には、当該給与所得の金

額については、同条第２項の規定によって計

算した金額に６５０，０００円から令和７年

給与所得控除額（令和７年中の所得税法第２

８条第１項に規定する給与等の収入金額か

ら、当該給与等の収入金額を所得税法等の一

部を改正する法律（令和７年法律第１３号）

第１条の規定による改正前の所得税法別表

第５の給与等の金額として、同表により当該

金額に応じて求めた同表の給与所得控除後

の給与等の金額を控除して得た額をいう。）

を控除して得た額を加えた額によるものと

し、租税特別措置法による特別控除の適用が

ある場合には、当該合計所得金額から令第２

２条の２第２項に規定する特別控除額を控

除して得た額とし、当該合計所得金額が零を

下回る場合には、零とする。以下同じ。）」

とする。 

 （令和８年度の保険料率の算定に関する基準

の特例） 

第９条 第１号被保険者の令和８年度におけ

る保険料率の算定についての第２条第１項

の規定の適用については、当該第１号被保険

者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員

のうちに、第１号に掲げる者に該当し、かつ、

第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに

該当する者があるときは、当該該当する者

は、同年度分の地方税法の規定による市町村

民税が課されている者とみなす。 

(1) 令和７年の合計所得金額に給与所得が

含まれている者（令和８年度分の保険料の

賦課期日において当市に住所を有しない

者を除く。）であって、令和８年度分の地
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方税法の規定による市町村民税の賦課期

日において当市に住所を有するもの（同法

第２９４条第３項の規定により当市の住

民基本台帳に記録されている者とみなさ

れた者を含む。） 

(2) 地方税法第２９５条第１項第２号に掲

げる者に該当し、かつ、令和８年度分の同

法の規定による市町村民税が課されてい

ない者であって、次のアからウまでに掲げ

る場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５

５１，０００円以上６５１，０００円未

満であり、かつ、１，３５０，０００円

から同年の合計所得金額を控除して得

た額が、同年中の給与等の収入金額から

５５０，０００円を控除して得た額以下

である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６

５１，０００円以上１，６１９，０００

円未満であり、かつ、１，３５０，００

０円から同年の合計所得金額を控除し

て得た額が１００，０００円以下である

場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，

６１９，０００円以上１，９００，００

０円未満であり、かつ、１，３５０，０

００円から同年の合計所得金額を控除

して得た額が、６５０，０００円から、

同年中の給与等の収入金額から当該給

与等の収入金額を所得税法等の一部を

改正する法律（令和７年法律第１３号）

第１条の規定による改正前の所得税法

別表第５（以下「別表第５」という。）

の給与等の金額として、別表第５により

当該金額に応じて求めた別表第５の給

与所得控除後の給与等の金額を控除し
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て得た額を控除して得た額以下である

場合 

(3) 地方税法第２９５条第１項各号に掲げ

る者に該当せず、かつ、令和８年度分の同

法の規定による市町村民税が課されてい

ない者であって、次のアからウまでに掲げ

る場合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が５

５１，０００円以上６５１，０００円未

満であり、かつ、地方税法第２９５条第

３項に規定する政令で定める基準に従

い当該市町村の条例で定める金額から

同年の合計所得金額を控除して得た額

が、同年中の給与等の収入金額から５５

０，０００円を控除して得た額以下であ

る場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が６

５１，０００円以上１，６１９，０００

円未満であり、かつ、地方税法第２９５

条第３項に規定する政令で定める基準

に従い当該市町村の条例で定める金額

から同年の合計所得金額を控除して得

た額が１００，０００円以下である場合

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が１，

６１９，０００円以上１，９００，００

０円未満であり、かつ、地方税法第２９

５条第３項に規定する政令で定める基

準に従い当該市町村の条例で定める金

額から同年の合計所得金額を控除して

得た額が、６５０，０００円から、同年

中の給与等の収入金額から当該給与等

の収入金額を別表第５の給与等の金額

として、別表第５により当該金額に応じ

て求めた別表第５の給与所得控除後の

給与等の金額を控除して得た額を控除

して得た額以下である場合 
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２ 第１号被保険者の令和８年度における保

険料率の算定についての第２条第１項の規

定の適用については、当該第１号被保険者が

前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、同項

第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに

該当するときは、当該第１号被保険者は、同

年度分の地方税法の規定による市町村民税

が課されている者とみなす。 

 （令和８年度分の保険料の減額の特例） 

第１０条 市長は、令和８年度分の保険料につ

いて、第１１条第２項の規定にかかわらず、

市長が特に必要と認める者に対し、申請によ

らずに減額することができる。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１０号 

美濃加茂市火入れに関する条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市火入れに関する条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市火入れに関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市火入れに関する条例（昭和５９年美濃加茂市条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） （目的） 

第１条 この条例は、美濃加茂市の森林又は森

林の周囲１キロメートルの範囲内にある土

地における火入れに関し、森林法（昭和２６

年法律第２４９号。以下「法」という。）第

２１条の許可の手続その他必要な事項を定

めるものとする。 

第１条 この条例は、美濃加茂市の森林又は森

林の周囲１キロメートルの範囲内にある土

地における火入れに関し、森林法（昭和２６

年法律第２４９号。以下「法」という。）第

２１条の許可の手続その他必要な事項を定

めることを目的とする。 

（許可の申請） （許可の申請） 

第２条 法第２１条第１項の規定に基づき火

入れの許可を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は、火入れを行おうとする土

地（以下「火入地」という。）において火入

れを行おうとする期間（以下「火入予定期間」

という。）の開始する日の１０日前までに、

規則で定めるところにより申請書を市長に

提出しなければならない。 

第２条 法第２１条第１項の規定に基づき火

入れの許可を受けようとする者（以下「申請

者」という。）は、火入れを行おうとする期

間（以下「火入予定期間」という。）の開始

する日の１０日前までに、別記様式第１号に

よる申請書（以下「火入許可申請書」という。）

２通に、次の各号に掲げる書類を添え、市長

に提出しなければならない。 

 (1) 火入れを行おうとする土地（以下「火入

地」という。）及びその周囲の現況並びに

防火の設備の位置を示す見取図 
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 (2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又

は管理する土地であるときは、その所有者

又は管理者の承諾書 

 (3) 申請者が、請負（委託）契約に基づき火

入れを行おうとする者である場合には、請

負（委託）契約書の写し 

２ 申請者は、火入地において火入れの実施を

指揮監督する者（以下「火入責任者」という。）

を定め、前項の申請書に明示しなければなら

ない。 

２ 申請者は、火入地において火入れの実施を

指揮監督する者（以下「火入責任者」という。）

を定め、火入許可申請書に明示しなければな

らない。 

（許可の要件） （許可の要件） 

第３条 市長は、前条第１項の規定によりなさ

れた申請に係る火入れが、次の各号のすべて

に該当する場合でなければ許可をしてはな

らない。 

第３条 市長は、当該申請に係る火入れが次の

各号のすべてに該当する場合でなければ許

可をしてはならない。 

(1)・(2) （略） (1) ・(2) （略） 

（許可証の交付等） （許可証の交付等） 

第４条 市長は、火入れの許可をするときは、

火入れの適正な実施を確保するために必要

な事項を指示するものとし、当該指示事項を

記載した許可証（以下「火入許可証」という。）

を交付するものとする。 

第４条 市長は、火入れの許可をするときは、

火入れの適正な実施を確保するために必要

な事項を指示するものとし、当該指示事項を

記載した別記様式第２号による許可証（以下

「火入許可証」という。）を交付するものと

する。 

２ （略） ２ （略） 

（火入許可証の返納） 

第９条 火入者は、火入れが終了したとき、又

は火入れの許可の対象期間を経過したとき

は、速やかに市長に火入許可証を返納しなけ

ればならない。 

（火入許可証の返納） 

第９条 火入者は、火入れが終了したとき又は

火入れの許可の対象期間を経過したときは、

速やかに市長に火入許可証を返納しなけれ

ばならない。 

（火入責任者の義務） （火入責任者の義務） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 火入責任者は、次条に定める防火の設備及

び火入れの作業に従事する者（以下「火入従

３ 火入責任者は、第１１条に定める防火の設

備及び火入れの作業に従事する者（以下「火
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事者」という。）の配置が適正になされ、か

つ、現地の気象状況に異常が認められないこ

とを確認した後でなければ火入れをしては

ならない。 

入従事者」という。）の配置が適正になされ、

かつ、現地の気象状況に異常が認められない

ことを確認した後でなければ火入れをして

はならない。 

（火入従事者） （火入従事者） 

第１２条 火入者は、火入れに当たつては、１

回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入従

事者を配置しなければならない。 

第１２条 火入者は、火入れに当たつては、１

回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入従

事者を配置しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ 火入者は、消火に必要な器具で規則で定め

るものを火入従事者に携行させなければな

らない。 

２ 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者

に携行させなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

（火入れの中止） （火入れの中止） 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火入れの

許可の期間中であつても、強風注意報、乾燥

注意報、暴風警報若しくは暴風特別警報が発

表され、又は林野火災注意報、林野火災警報

若しくは火災警報が発令された場合には、火

入れを行つてはならない。 

第１４条 火入者及び火入責任者は、火入れの

許可の期間中であつても、強風注意報、異常

乾燥注意報又は火災警報が発令された場合

には、火入れを行つてはならない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によつて

他に延焼するおそれがあると認められると

き又は強風注意報、乾燥注意報、暴風警報若

しくは暴風特別警報が発表され、又は林野火

災注意報、林野火災警報若しくは火災警報が

発令されたときは、速やかに消火しなければ

ならない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によつて

他に延焼するおそれがあると認められると

き又は強風注意報、異常乾燥注意報又は火災

警報が発令されたときは、速やかに消火しな

ければならない。 

（緊急連絡体制の整備） （緊急連絡体制の整備） 

第１５条 火入者及び火入責任者は、火入れを

行うに当たつては、市長及び所轄消防署長に

連絡することのできる体制を確保しておか

なければならない。 

第１５条 火入者及び火入責任者は、火入れを

行うに当たつては、市長及び消防署長に連絡

することのできる体制を確保しておかなけ

ればならない。 

（消防署長への通知等） （消防署長への通知等） 

第１６条 市長は、火入れの許可をした場合に 第１６条 市長は、火入れの許可をした場合に
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は、所轄消防署長にその旨通知するものとす

る。 

は、消防署長にその旨通知するものとする。

２～４ （略） ２～４ （略） 

 （委任）  

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

 別記様式第１号（第２条関係） 

 （略） 

別記様式第２号（第４条第１項関係） 

  （略） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第１１号 

美濃加茂市行政手続条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市行政手続条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市行政手続条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市行政手続条例（平成９年美濃加茂市条例第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正後 改正前 

（聴聞の通知の方式） （聴聞の通知の方式） 

第１５条 行政庁は、聴聞を行うに当たって

は、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を

おいて、不利益処分の名宛人となるべき者に

対し、次に掲げる事項を書面により通知しな

ければならない。 

第１５条 行政庁は、聴聞を行うに当たって

は、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を

おいて、不利益処分の名宛人となるべき者に

対し、次に掲げる事項を書面により通知しな

ければならない。 

(1)～(4) （略) (1)～(4) （略)  

２ （略） ２ （略） 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき

者の所在が判明しない場合においては、第１

項の規定による通知を、公示の方法によって

行うことができる。 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき

者の所在が判明しない場合においては、第１

項の規定による通知を、その者の氏名、同項

第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該

行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した

書面をいつでもその者に交付する旨を当該

行政庁の事務所の掲示場に掲示することに

よって行うことができる。この場合において

は、掲示を始めた日から２週間を経過したと

きに、当該通知がその者に到達したものとみ

なす。 
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４ 前項の公示による通知は、不利益処分の名

宛人となるべき者の氏名、第１項第３号及び

第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同

項各号に掲げる事項を記載した書面をいつ

でもその者に交付する旨（以下この項におい

て「公示事項」という。）を規則で定める方

法により不特定多数の者が閲覧することが

できる状態に置くとともに、公示事項が記載

された書面を当該行政庁の事務所の掲示場

に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置

した電子計算機の映像面に表示したものの

閲覧をすることができる状態に置く措置を

とることによって行うものとする。この場合

においては、当該措置を開始した日から２週

間を経過したときに、当該通知がその者に到

達したものとみなす。 

（代理人） （代理人） 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条

第４項後段の規定により当該通知が到達し

たものとみなされる者を含む。以下「当事者」

という。）は、代理人を選任することができ

る。 

２～４ （略） 

第１６条 前条第１項の通知を受けた者（同条

第３項後段の規定により当該通知が到達し

たものとみなされる者を含む。以下「当事者」

という。）は、代理人を選任することができ

る。 

２～４ （略） 

（続行期日の指定） 

第２２条 （略） 

（続行期日の指定） 

第２２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１５条第３項及び第４項の規定は、前項

本文の場合において、当事者又は参加人の所

在が判明しないときにおける通知の方法に

ついて準用する。この場合において、同条第

３項及び第４項中「不利益処分の名宛人とな

るべき者」とあるのは「当事者又は参加人」

と、同項中「とき」とあるのは「とき（同一

の当事者又は参加人に対する２回目以降の

通知にあっては、当該措置を開始した日の翌

３ 第１５条第３項の規定は、前項本文の場合

において、当事者又は参加人の所在が判明し

ないときにおける通知の方法について準用

する。この場合において、同条第３項中「不

利益処分の名宛人となるべき者」とあるのは

「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日

から２週間を経過したとき」とあるのは「掲

示を始めた日から２週間を経過したとき（同

一の当事者又は参加人に対する２回目以降
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日）」と読み替えるものとする。 の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日）」

と読み替えるものとする。 

（聴聞に関する手続の準用） （聴聞に関する手続の準用） 

第２９条 第１５条第３項及び第４項並びに

第１６条の規定は、弁明の機会の付与につい

て準用する。この場合において、第１５条第

３項中「第１項」とあるのは「第２８条」と、

同条第４項中「第１項第３号及び第４号」と

あるのは「第２８条第３号」と、第１６条第

１項中「前条第１項」とあるのは「第２８条」

と、「同条第４項後段」とあるのは「第２９

条において準用する第１５条第４項後段」と

読み替えるものとする。 

第２９条 第１５条第３項及び第１６条の規

定は、弁明の機会の付与について準用する。

この場合において、第１５条第３項中「第１

項」とあるのは「第２８条」と、「同項第３

号及び第４号」とあるのは「同条第３号」と、

第１６条第１項中「前条第１項」とあるのは

「第２８条」と、「同条第３項後段」とある

のは「第２９条において準用する第１５条第

３項後段」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年５月２１日(以下「施行日」という。)から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の美濃加茂市行政手続条例の規定は、施行日以後にする

通知について適用し、施行日前にした通知については、なお従前の例による。 
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議第１２号 

美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を下記のとおり制

定する。 

  令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年美濃加茂市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（補償基礎額） （補償基礎額） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところに

よる。 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところに

よる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しく

は水防従事者又は応急措置従事者（以下

「消防作業従事者等」という。）が消防作

業等に従事し、若しくは救急業務に協力

し、又は応急措置の業務に従事したことに

より死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は消防作業等に従事し、若しくは救

急業務に協力し、又は応急措置の業務に従

事したことによる負傷若しくは疾病によ

り死亡し、若しくは障害の状態となつた場

合には、１０，０００円とする。ただし、

その額がその者の通常得ている収入の日

額に比して公正を欠くと認められるとき

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しく

は水防従事者又は応急措置従事者（以下

「消防作業従事者等」という。）が消防作

業等に従事し、若しくは救急業務に協力

し、又は応急措置の業務に従事したことに

より死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は消防作業等に従事し、若しくは救

急業務に協力し、又は応急措置の業務に従

事したことによる負傷若しくは疾病によ

り死亡し、若しくは障害の状態となつた場

合には、９，７００円とする。ただし、そ

の額がその者の通常得ている収入の日額

に比して公正を欠くと認められるときは、
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は、１５，０００円を超えない範囲内にお

いてこれを増額した額とすることができ

る。 

１４，５００円を超えない範囲内において

これを増額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常

勤消防団員又は非常勤水防団員若しくは消

防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」

という。）の事故発生日において、他に生計

のみちがなく主として非常勤消防団員等の

扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養

親族のある非常勤消防団員等については、前

項の規定による金額に、第１号に該当する扶

養親族については１人につき４３３円を、第

２号から第５号までのいずれかに該当する

扶養親族については１人につき２１７円を、

それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎

額とする。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常

勤消防団員又は非常勤水防団員若しくは消

防作業従事者等（以下「非常勤消防団員等」

という。）の事故発生日において、他に生計

のみちがなく主として非常勤消防団員等の

扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養

親族のある非常勤消防団員等については、前

項の規定による金額に、第１号に該当する扶

養親族については１人につき１００円を、第

２号に該当する扶養親族については１人に

つき３８３円を、第３号から第６号までのい

ずれかに該当する扶養親族については１人

につき２１７円を、それぞれ加算して得た額

をもつて補償基礎額とする。 

 (1) 配偶者（婚姻の届出をしないが、事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

(1)～(5) （略） (2)～(6) （略） 

４ （略） ４ （略） 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

補償基礎額表 補償基礎額表 

階級 勤務年数 

１０年未満１０年以上

２０年未満

２０年以

上 

団長及び副

団長 

１３，３４

０円

１４，１７

０円

１５，００

０円

分団長及び

副分団長 

１１，６７

０円

１２，５０

０円

１３，３４

０円

部長、班長及

び団員 

１０，００

０円

１０，８４

０円

１１，６７

０円

階級 勤務年数 

１０年未満１０年以上

２０年未満

２０年以

上 

団長及び副

団長 

１２，９０

０円

１３，７０

０円

１４，５０

０円

分団長及び

副分団長 

１１，３０

０円

１２，１０

０円

１２，９０

０円

部長、班長及

び団員 

９，７００

円

１０，５０

０円

１１，３０

０円

備考 備考 

１・２ （略） １・２ （略） 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項

及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生

じた美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例第５条第１項の損害補償（以下「損

害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係

る同条例第４条第３号の傷病補償年金、同条第４号イの障害補償年金及び同条第

６号イの遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同

日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前

に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお

従前の例による。 
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議第１３号 

美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条 

例について 

美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を下記の

とおり制定する。 

  令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和４１年美濃加茂市条例第

２１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

区分 給料月額 

市長 ８９４，０００円 

副市長 ７４２，０００円 

（略） 

区分 給料月額 

市長 ８７０，０００円 

副市長 ７２５，０００円 

（略） 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１４号 

美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例 

の一部を改正する条例について 

美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改

正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例 

美濃加茂市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和４２

年美濃加茂市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条及び第４条関係） 別表（第２条、第４条関係） 

区分 報酬月額 費用弁償 

議長 ４４６，０００円 （略） 

副議長 ３９２，０００円 

議員 ３７２，０００円 

区分 報酬月額 費用弁償 

議長 ４３４，０００円 （略） 

副議長 ３８１，５００円 

議員 ３６２，０００円 

   附 則 

この条例は、令和８年１０月１３日から施行する。 
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議第１５号 

美濃加茂市職員の定数条例の一部を改正する条例について 

美濃加茂市職員の定数条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

美濃加茂市職員の定数条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市職員の定数条例（昭和４６年美濃加茂市条例第１０号）の一部を次の

ように改正する。 

改正後 改正前 

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 職員の定数は４１０人とし、その内訳

は次に掲げるとおりとする。 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとす

る。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 市長の事務部局の職員 ３５８人 (2) 市長の事務部局の職員 ３６０人 

(3) （略） (3) （略） 

(4) 監査委員事務局の職員 １人 (4) 監査委員の職員 １人 

(5) 教育委員会事務局及び学校その他の教 

育機関の職員 １８人 

(5) 教育委員会及び学校その他の教育機関の 

職員 １６人 

(6) （略） (6) （略） 

(7) 地方公営企業の職員 ２３人 (7) 公営企業の職員 ２３人 

 合計 ４１０人 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１６号 

美濃加茂市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例を 

廃止する条例について 

美濃加茂市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例を廃止する条

例を下記のとおり制定する。 

  令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

美濃加茂市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例を廃止す

る条例 

美濃加茂市老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例（平成１２年

美濃加茂市条例第７号）は、廃止する。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第１７号 

令和７年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１２号） 

令和７年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３９７，２１９千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０，２６３，４８６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

令和８年２月１９日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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第 　２　 表 繰　越　明　許　費　補　正

千円

7 4

3

5

千円

2 総務費 3 7,458 

（追加）

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

コンビニ交付サービス事業 1,078

住民基本台帳事務 6,248

土木費 都市計画費 都市計画事業 16,819

中学校費 中学校施設営繕工事 13,200

社会教育費 文化会館施設管理事業 11,770

新体育館整備事業 7,000

学校給食センター維持管理事業 19,176

（変更）

金 額

補正前 補正後

千円

戸籍住民基本台帳費 戸籍事務 9,306 

2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費

9 教育費

6 保健体育費

款 項 事業名
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第　３　表 地　　方　　債　　補　　正

（変更）

　起　債　の　目　的

限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

千円 千円
　変更な

中学校施設営繕工事 60,900 証書借入

年3.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で
借り入れる資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その借入先と
協定するもの
による。ただ
し、市財政の
都合により繰
上償還又は低
利に借換えす
ることができ
る。

74,100 変更なし 変更なし 変更なし

補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後
起 債 の 目 的
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前前年度末現 前年度末現在 当該年度末現

  在高　　　　　　　高見込額　　　 当該年度中 当該年度中元 在高見込額　

起債見込額 金償還見込額

千円 千円 千円 千円 千円

１　普　通　債       7,583,568       7,986,165       2,718,800          745,603       9,959,362 

（１）　総　　務　　          145,014          176,531            49,700            16,181          210,050 

（２）　民　　生          885,817          991,354          384,400            68,339       1,307,415 

（３）　衛　　生          243,156          224,675            18,518          206,157 

（４）　農　　林            93,959            81,177            20,000            10,402            90,775 

（５）　商　　工             4,128             5,900            56,200                176            61,924 

（６）　土　　木       1,934,559       2,137,433          574,800          235,009       2,477,224 

（７）　消　　防       1,102,536       1,006,128          315,300          103,191       1,218,237 

（８）　教　　育       3,174,399       3,362,967       1,318,400          293,787       4,387,580 

２　災害復旧債            33,203            28,499             4,710            23,789 

（１）　補助災害             2,047             1,792                255             1,537 

（２）　単独災害            31,156            26,707             4,455            22,252 

３　そ　の　他       7,040,031       6,440,827          660,164       5,780,663 

（１）　県貸付金

（２）　減収補てん債等            93,030            67,692            19,331            48,361 

（３）　財源対策債等            19,913            15,133             3,352            11,781 

（４）　臨時財政対策債       6,927,088       6,358,002          637,481       5,720,521 

     14,656,802      14,455,491       2,718,800       1,410,477      15,763,814 

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及

び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込み

区   　　   分

合　　　計
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議第１８号 

令和７年度美濃加茂市後期高齢者医療会計補正予算（第２号） 

令和７年度美濃加茂市の後期高齢者医療会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，２９７千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９１６，８４１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和８年２月１９日提出 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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   令和８年度美濃加茂市一般会計、特別会計及び公営企業会計予算につ

いて 

令和８年度美濃加茂市の一般会計及び特別会計の予算並びに水道事業会計及び下

水道事業会計の予算を、別冊のとおり定める。 

 令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

議第１９号 令和８年度美濃加茂市一般会計予算 

議第２０号 令和８年度美濃加茂市国民健康保険会計予算 

議第２１号 令和８年度美濃加茂市介護保険会計予算 

議第２２号 令和８年度美濃加茂市後期高齢者医療会計予算 

議第２３号 令和８年度美濃加茂市介護認定・障がい者自立支援認定審査会会計予

算 

議第２４号 令和８年度美濃加茂市古井財産区会計予算 

議第２５号 令和８年度美濃加茂市山之上財産区会計予算 

議第２６号 令和８年度美濃加茂市水道事業会計予算 

議第２７号 令和８年度美濃加茂市下水道事業会計予算 
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議第２８号 

指定管理者の指定について 

 総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂の指定管理者を指定するため、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求

める。 

  令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

                  記 

１ 公の施設の名称 

   総合福祉会館すこやかタウン美濃加茂 

２ 指定管理者となる団体の名称等 

社会福祉法人美濃加茂市社会福祉協議会 

会長 佐 光 博 司 

３ 指定管理者となる団体の所在地 

岐阜県美濃加茂市新池町三丁目４番１号 

４ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 
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議第２９号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  令和８年２月１９日提出

美濃加茂市長  藤 井 浩 人  

                  記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
深田５４

１号線 

美濃加茂市深田町三丁目字身ノ養生３０１番３地先   

美濃加茂市深田町三丁目字身ノ養生３０１番１０地先 

２ 
稲辺４９

１号線 

美濃加茂市加茂野町稲辺字西小原５４０番１０地先  

美濃加茂市加茂野町稲辺字西小原５４０番８地先 

３ 
前平５４

２号線 

美濃加茂市前平町二丁目１０３番１地先   

美濃加茂市前平町二丁目１０３番７地先 

４ 
新池７２

１号線 

美濃加茂市新池町一丁目１２０番９地先  

美濃加茂市新池町一丁目１２０番６地先 
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①新規認定路線 ： 深田５４１号線

0 45 90 135 180 225m

深田５４１号線
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①新規認定路線 ： 深田５４１号線

深田５４１号線

0 9 18 27 36 45 m
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②新規認定路線 ： 稲辺４９１号線

0 45 90 135 180 225m

稲辺４９１号線
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②新規認定路線 ： 稲辺４９１号線

稲辺４９１号線

0 9 18 27 36 45 m
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③新規認定路線 ： 前平５４２号線

0 45 90 135 180 225m

前平５４２号線
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③新規認定路線 ： 前平５４２号線

前平５４２号線

0 9 18 27 36 45 m
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④新規認定路線 ： 新池７２１号線

0 45 90 135 180 225m

新池７２１号線
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④新規認定路線 ： 新池７２１号線

新池７２１号線

0 9 18 27 36 45 m
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議第３０号 

美濃加茂市副市長の選任について 

 美濃加茂市副市長に下記の者を選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１６２条の規定により、議会の同意を求める。 

令和８年２月１９日提出 

                                 美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

住  所 

氏  名  佐 藤 文 彦 

生年月日 
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議第３１号 

美濃加茂市と坂祝町との間の学校腎臓検診事務の委託について 

別紙のとおり規約を定め、坂祝町から学校腎臓検診事務を受託することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第３項において準用する

同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求める。 

令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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美濃加茂市と坂祝町との間の学校腎臓検診の事務の委託に関する規約 

（委託事務の範囲） 

第１条 坂祝町は、町立小中学校児童生徒の学校腎臓検診に関する事務（以下「委

託事務」という。）の管理及び執行を美濃加茂市に委託する。 

（経費の負担） 

第２条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、坂祝町が負担する。 

２ 前項に規定する経費の負担額は、美濃加茂市と委託事務の管理及び執行を美濃

加茂市に委託する坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町及び東白

川村（以下「関係町村」という。）による均等割額及び児童生徒数割額とする。こ

の場合において、当該均等割額及び児童生徒数割額は、美濃加茂市長と関係町村

の長が協議して定める。 

３ 第１項に規定する経費の交付の時期は、美濃加茂市長と坂祝町長が協議して定

める。この場合において、美濃加茂市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の

見積に関する書類を坂祝町長に送付しなければならない。 

（予算の執行） 

第３条 美濃加茂市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支

出については、美濃加茂市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。 

（決算の通知） 

第４条 美濃加茂市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６

項の規定により決算の要領を公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する

部分を坂祝町長に通知するものとする。 

（連絡会議） 

第５条 美濃加茂市長は、坂祝町長と委託事務に関する予算、決算、管理及び執行

についての定期の連絡会議を、年１回開催するものとする。ただし、坂祝町長か

らの申出があるときその他必要があると認めたときは、臨時に連絡会議を開くこ

とができる。 

（条例等の制定改廃の通知等） 

第６条 美濃加茂市長は、委託事務の管理及び執行に関し適用される美濃加茂市の

条例、規則その他規程（以下「条例等」という。）を制定し、又は改廃しようとす

る場合においては、あらかじめ坂祝町長に通知しなければならない。 

２ 美濃加茂市長は、前項の規定により条例等を制定し、又は改廃した場合におい

ては、直ちに坂祝町長に通知しなければならない。 

３ 坂祝町長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表

しなければならない。 

（委託事務の廃止） 

第７条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合は、原則として３月３１日を廃止

の日とする。この場合において、坂祝町長は、当該年度の９月３０日までに、書
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面により美濃加茂市長にその旨を申し出なければならない。 

（委任） 

第８条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項

は、美濃加茂市長と坂祝町長が協議して定める。 

附 則 

 この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第３２号 

美濃加茂市と富加町との間の学校腎臓検診事務の委託について 

別紙のとおり規約を定め、富加町から学校腎臓検診事務を受託することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第３項において準用する

同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求める。 

令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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美濃加茂市と富加町との間の学校腎臓検診の事務の委託に関する規約 

（委託事務の範囲） 

第１条 富加町は、富加町に住所を有する公立小中学校児童生徒の学校腎臓検診に

関する事務（以下「委託事務」という。）の管理及び執行を美濃加茂市に委託する。 

（経費の負担） 

第２条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、富加町が負担する。 

２ 前項に規定する経費の負担額は、美濃加茂市と委託事務の管理及び執行を美濃

加茂市に委託する坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町及び東白

川村（以下「関係町村」という。）による均等割額及び児童生徒数割額とする。こ

の場合において、当該均等割額及び児童生徒数割額は、美濃加茂市長と関係町村

の長が協議して定める。 

３ 第１項に規定する経費の交付の時期は、美濃加茂市長と富加町長が協議して定

める。この場合において、美濃加茂市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の

見積に関する書類を富加町長に送付しなければならない。 

（予算の執行） 

第３条 美濃加茂市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支

出については、美濃加茂市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。 

（決算の通知） 

第４条 美濃加茂市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６

項の規定により決算の要領を公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する

部分を富加町長に通知するものとする。 

（連絡会議） 

第５条 美濃加茂市長は、富加町長と委託事務に関する予算、決算、管理及び執行

についての定期の連絡会議を、年１回開催するものとする。ただし、富加町長か

らの申出があるときその他必要があると認めたときは、臨時に連絡会議を開くこ

とができる。 

（条例等の制定改廃の通知等） 

第６条 美濃加茂市長は、委託事務の管理及び執行に関し適用される美濃加茂市の

条例、規則その他規程（以下「条例等」という。）を制定し、又は改廃しようとす

る場合においては、あらかじめ富加町長に通知しなければならない。 

２ 美濃加茂市長は、前項の規定により条例等を制定し、又は改廃した場合におい

ては、直ちに富加町長に通知しなければならない。 

３ 富加町長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表

しなければならない。 

（委託事務の廃止） 

第７条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合は、原則として３月３１日を廃止

の日とする。この場合において、富加町長は、当該年度の９月３０日までに、書
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面により美濃加茂市長にその旨を申し出なければならない。 

（委任） 

第８条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項

は、美濃加茂市長と富加町長が協議して定める。 

附 則 

 この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第３３号 

美濃加茂市と川辺町との間の学校腎臓検診事務の委託について 

別紙のとおり規約を定め、川辺町から学校腎臓検診事務を受託することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第３項において準用する

同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求める。 

令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

-125-



美濃加茂市と川辺町との間の学校腎臓検診の事務の委託に関する規約 

（委託事務の範囲） 

第１条 川辺町は、町立小中学校児童生徒の学校腎臓検診に関する事務（以下「委

託事務」という。）の管理及び執行を美濃加茂市に委託する。 

（経費の負担） 

第２条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、川辺町が負担する。 

２ 前項に規定する経費の負担額は、美濃加茂市と委託事務の管理及び執行を美濃

加茂市に委託する坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町及び東白

川村（以下「関係町村」という。）による均等割額及び児童生徒数割額とする。こ

の場合において、当該均等割額及び児童生徒数割額は、美濃加茂市長と関係町村

の長が協議して定める。 

３ 第１項に規定する経費の交付の時期は、美濃加茂市長と川辺町長が協議して定

める。この場合において、美濃加茂市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の

見積に関する書類を川辺町長に送付しなければならない。 

（予算の執行） 

第３条 美濃加茂市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支

出については、美濃加茂市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。 

（決算の通知） 

第４条 美濃加茂市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６

項の規定により決算の要領を公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する

部分を川辺町長に通知するものとする。 

（連絡会議） 

第５条 美濃加茂市長は、川辺町長と委託事務に関する予算、決算、管理及び執行

についての定期の連絡会議を、年１回開催するものとする。ただし、川辺町長か

らの申出があるときその他必要があると認めたときは、臨時に連絡会議を開くこ

とができる。 

（条例等の制定改廃の通知等） 

第６条 美濃加茂市長は、委託事務の管理及び執行に関し適用される美濃加茂市の

条例、規則その他規程（以下「条例等」という。）を制定し、又は改廃しようとす

る場合においては、あらかじめ川辺町長に通知しなければならない。 

２ 美濃加茂市長は、前項の規定により条例等を制定し、又は改廃した場合におい

ては、直ちに川辺町長に通知しなければならない。 

３ 川辺町長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表

しなければならない。 

（委託事務の廃止） 

第７条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合は、原則として３月３１日を廃止

の日とする。この場合において、川辺町長は、当該年度の９月３０日までに、書
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面により美濃加茂市長にその旨を申し出なければならない。 

（委任） 

第８条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項

は、美濃加茂市長と川辺町長が協議して定める。 

附 則 

この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第３４号 

美濃加茂市と七宗町との間の学校腎臓検診事務の委託について 

別紙のとおり規約を定め、七宗町から学校腎臓検診事務を受託することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第３項において準用する

同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求める。 

令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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美濃加茂市と七宗町との間の学校腎臓検診の事務の委託に関する規約 

（委託事務の範囲） 

第１条 七宗町は、町立小中学校児童生徒の学校腎臓検診に関する事務（以下「委

託事務」という。）の管理及び執行を美濃加茂市に委託する。 

（経費の負担） 

第２条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、七宗町が負担する。 

２ 前項に規定する経費の負担額は、美濃加茂市と委託事務の管理及び執行を美濃

加茂市に委託する坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町及び東白

川村（以下「関係町村」という。）による均等割額及び児童生徒数割額とする。こ

の場合において、当該均等割額及び児童生徒数割額は、美濃加茂市長と関係町村

の長が協議して定める。 

３ 第１項に規定する経費の交付の時期は、美濃加茂市長と七宗町長が協議して定

める。この場合において、美濃加茂市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の

見積に関する書類を七宗町長に送付しなければならない。 

（予算の執行） 

第３条 美濃加茂市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支

出については、美濃加茂市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。 

（決算の通知） 

第４条 美濃加茂市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６

項の規定により決算の要領を公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する

部分を七宗町長に通知するものとする。 

（連絡会議） 

第５条 美濃加茂市長は、七宗町長と委託事務に関する予算、決算、管理及び執行

についての定期の連絡会議を、年１回開催するものとする。ただし、七宗町長か

らの申出があるときその他必要があると認めたときは、臨時に連絡会議を開くこ

とができる。 

（条例等の制定改廃の通知等） 

第６条 美濃加茂市長は、委託事務の管理及び執行に関し適用される美濃加茂市の

条例、規則その他規程（以下「条例等」という。）を制定し、又は改廃しようとす

る場合においては、あらかじめ七宗町長に通知しなければならない。 

２ 美濃加茂市長は、前項の規定により条例等を制定し、又は改廃した場合におい

ては、直ちに七宗町長に通知しなければならない。 

３ 七宗町長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表

しなければならない。 

（委託事務の廃止） 

第７条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合は、原則として３月３１日を廃止

の日とする。この場合において、七宗町長は、当該年度の９月３０日までに、書
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面により美濃加茂市長にその旨を申し出なければならない。 

（委任） 

第８条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項

は、美濃加茂市長と七宗町長が協議して定める。 

附 則 

 この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第３５号 

美濃加茂市と八百津町との間の学校腎臓検診事務の委託について 

別紙のとおり規約を定め、八百津町から学校腎臓検診事務を受託することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第３項において準用

する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求める。 

令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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美濃加茂市と八百津町との間の学校腎臓検診の事務の委託に関する規約 

（委託事務の範囲） 

第１条 八百津町は、町立小中学校児童生徒の学校腎臓検診に関する事務（以下「委

託事務」という。）の管理及び執行を美濃加茂市に委託する。 

（経費の負担） 

第２条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、八百津町が負担する。 

２ 前項に規定する経費の負担額は、美濃加茂市と委託事務の管理及び執行を美濃

加茂市に委託する坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町及び東白

川村（以下「関係町村」という。）による均等割額及び児童生徒数割額とする。こ

の場合において、当該均等割額及び児童生徒数割額は、美濃加茂市長と関係町村

の長が協議して定める。 

３ 第１項に規定する経費の交付の時期は、美濃加茂市長と八百津町長が協議して

定める。この場合において、美濃加茂市長は、あらかじめ委託事務に要する経費

の見積に関する書類を八百津町長に送付しなければならない。 

（予算の執行） 

第３条 美濃加茂市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支

出については、美濃加茂市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。 

（決算の通知） 

第４条 美濃加茂市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６

項の規定により決算の要領を公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する

部分を八百津町長に通知するものとする。 

（連絡会議） 

第５条 美濃加茂市長は、八百津町長と委託事務に関する予算、決算、管理及び執

行についての定期の連絡会議を、年１回開催するものとする。ただし、八百津町

長からの申出があるときその他必要があると認めたときは、臨時に連絡会議を開

くことができる。 

（条例等の制定改廃の通知等） 

第６条 美濃加茂市長は、委託事務の管理及び執行に関し適用される美濃加茂市の

条例、規則その他規程（以下「条例等」という。）を制定し、又は改廃しようとす

る場合においては、あらかじめ八百津町長に通知しなければならない。 

２ 美濃加茂市長は、前項の規定により条例等を制定し、又は改廃した場合におい

ては、直ちに八百津町長に通知しなければならない。 

３ 八百津町長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公

表しなければならない。 

（委託事務の廃止） 

第７条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合は、原則として３月３１日を廃止

の日とする。この場合において、八百津町長は、当該年度の９月３０日までに、
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書面により美濃加茂市長にその旨を申し出なければならない。 

（委任） 

第８条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項

は、美濃加茂市長と八百津町長が協議して定める。 

附 則 

 この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第３６号 

美濃加茂市と白川町との間の学校腎臓検診事務の委託について 

別紙のとおり規約を定め、白川町から学校腎臓検診事務を受託することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第３項において準用する

同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求める。 

令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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美濃加茂市と白川町との間の学校腎臓検診の事務の委託に関する規約 

（委託事務の範囲） 

第１条 白川町は、町立小中学校児童生徒の学校腎臓検診に関する事務（以下「委

託事務」という。）の管理及び執行を美濃加茂市に委託する。 

（経費の負担） 

第２条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、白川町が負担する。 

２ 前項に規定する経費の負担額は、美濃加茂市と委託事務の管理及び執行を美濃

加茂市に委託する坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町及び東白

川村（以下「関係町村」という。）による均等割額及び児童生徒数割額とする。こ

の場合において、当該均等割額及び児童生徒数割額は、美濃加茂市長と関係町村

の長が協議して定める。 

３ 第１項に規定する経費の交付の時期は、美濃加茂市長と白川町長が協議して定

める。この場合において、美濃加茂市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の

見積に関する書類を白川町長に送付しなければならない。 

（予算の執行） 

第３条 美濃加茂市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支

出については、美濃加茂市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。 

（決算の通知） 

第４条 美濃加茂市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６

項の規定により決算の要領を公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する

部分を白川町長に通知するものとする。 

（連絡会議） 

第５条 美濃加茂市長は、白川町長と委託事務に関する予算、決算、管理及び執行

についての定期の連絡会議を、年１回開催するものとする。ただし、白川町長か

らの申出があるときその他必要があると認めたときは、臨時に連絡会議を開くこ

とができる。 

（条例等の制定改廃の通知等） 

第６条 美濃加茂市長は、委託事務の管理及び執行に関し適用される美濃加茂市の

条例、規則その他規程（以下「条例等」という。）を制定し、又は改廃しようとす

る場合においては、あらかじめ白川町長に通知しなければならない。 

２ 美濃加茂市長は、前項の規定により条例等を制定し、又は改廃した場合におい

ては、直ちに白川町長に通知しなければならない。 

３ 白川町長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表

しなければならない。 

（委託事務の廃止） 

第７条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合は、原則として３月３１日を廃止

の日とする。この場合において、白川町長は、当該年度の９月３０日までに、書
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面により美濃加茂市長にその旨を申し出なければならない。 

（委任） 

第８条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項

は、美濃加茂市長と白川町長が協議して定める。 

附 則 

 この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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議第３７号 

美濃加茂市と東白川村との間の学校腎臓検診事務の委託について 

別紙のとおり規約を定め、東白川村から学校腎臓検診事務を受託することについ

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第３項において準用

する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求める。 

令和８年２月１９日提出 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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美濃加茂市と東白川村との間の学校腎臓検診の事務の委託に関する規約 

（委託事務の範囲） 

第１条 東白川村は、村立小中学校児童生徒の学校腎臓検診に関する事務（以下「委

託事務」という。）の管理及び執行を美濃加茂市に委託する。 

（経費の負担） 

第２条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、東白川村が負担する。 

２ 前項に規定する経費の負担額は、美濃加茂市と委託事務の管理及び執行を美濃

加茂市に委託する坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町及び東白

川村（以下「関係町村」という。）による均等割額及び児童生徒数割額とする。こ

の場合において、当該均等割額及び児童生徒数割額は、美濃加茂市長と関係町村

の長が協議して定める。 

３ 第１項に規定する経費の交付の時期は、美濃加茂市長と東白川村長が協議して

定める。この場合において、美濃加茂市長は、あらかじめ委託事務に要する経費

の見積に関する書類を東白川村長に送付しなければならない。 

（予算の執行） 

第３条 美濃加茂市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支

出については、美濃加茂市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。 

（決算の通知） 

第４条 美濃加茂市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６

項の規定により決算の要領を公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する

部分を東白川村長に通知するものとする。 

（連絡会議） 

第５条 美濃加茂市長は、東白川村長と委託事務に関する予算、決算、管理及び執

行についての定期の連絡会議を、年１回開催するものとする。ただし、東白川村

長からの申出があるときその他必要があると認めたときは、臨時に連絡会議を開

くことができる。 

（条例等の制定改廃の通知等） 

第６条 美濃加茂市長は、委託事務の管理及び執行に関し適用される美濃加茂市の

条例、規則その他規程（以下「条例等」という。）を制定し、又は改廃しようとす

る場合においては、あらかじめ東白川村長に通知しなければならない。 

２ 美濃加茂市長は、前項の規定により条例等を制定し、又は改廃した場合におい

ては、直ちに東白川村長に通知しなければならない。 

３ 東白川村長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公

表しなければならない。 

（委託事務の廃止） 

第７条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合は、原則として３月３１日を廃止

の日とする。この場合において、東白川村長は、当該年度の９月３０日までに、
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書面により美濃加茂市長にその旨を申し出なければならない。 

（委任） 

第８条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項

は、美濃加茂市長と東白川村長が協議して定める。 

附 則 

 この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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諮第１号 

人権擁護委員の候補者の推薦について 

 人権擁護委員の候補者として下記の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

令和８年２月１９日提出 

                                 美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

記 

住  所 

氏  名  早 川 佳 保 里 

生年月日 
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